
瀬
戸
内
航
路
の
神
々
と
倭
王
権
　

｜

住
吉
・
大
山
積
・
宗
像

｜

森
田
　
克
行

一
　
古
代
の
瀬
戸
内
航
路

瀬
戸
内
は
日
本
最
大
の
内
海
で
、
七
〇
〇
以
上
の
島
が
浮
か
ぶ
多
島
海
で
も
あ
る
。

先
史
時
代
で
は
、
九
州
に
伝
わ
っ
た
稲
作
文
化
の
東
進
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ

と
が
、
ま
ず
も
っ
て
特
筆
さ
れ
る
し
、
と
り
わ
け
邪
馬
台
国
の
時
代
を
含
め
た
古
墳
時

代
以
降
は
、
倭
の
王
権
の
枢
要
地
で
あ
る
畿
内
地
域
と
九
州
と
の
往
還
航
路
と
し
て
、

交
易
に
加
え
て
軍
事
、
外
交
の
道
筋
と
し
て
の
位
置
付
け
が
大
き
い
。
し
か
も
、
そ
の

先
に
朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
へ
通
じ
る
渡
航
海
路
が
直
結
し
て
い
る
の
が
、
瀬
戸
内
航

路
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
瀬
戸
内
海
」
の
呼
称
は
明
治
時
代
以
来
の
こ
と
で
、
内
実
は
瀬
戸
の
内

海
で
あ
る
。
一
般
用
語
と
し
て
の
「
瀬
戸
」
は
相
対
し
た
陸
地
が
迫
る
海
峡
の
意
で
、

「
内
海
」
は
海
峡
に
よ
っ
て
外
洋
と
繋
が
っ
て
い
る
海
域
を
さ
す
。「
瀬
戸
内
海
」
と
は

ま
さ
に
言
い
得
て
妙
で
あ
る
が
、
古
代
に
瀬
戸
内
全
体
を
汎
称
し
た
用
語
は
寡
聞
に
し

て
知
ら
な
い
。『
万
葉
集
』
（
１
）
巻
六
に
［
天
平
三
（
七
三
一
）
年
］
冬
十
二
月
、
大
宰

帥
大
伴
（
旅
人
）
卿
の
京
に
上
る
時
に
、（
児
島
）
娘
子
の
作
る
歌
の
一
首
0
9
6
6 

（『
国
歌
大
観
』
整
理
番
号
、
以
下
同
様
）
と
し
て
、

倭
道
は
　
雲
隠
り
た
り
　
し
か
れ
ど
も
　
我
が
振
る
袖
を
　
無
禮
し
と
思
ふ
な

と
、
大
納
言
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
り
帰
京
す
る
大
伴
卿
の
和
う
る
歌
0
9
6
7
の

倭
道
の
　
吉
備
の
児
島
を
　
過
ぎ
て
行
か
ば
　
筑
紫
の
児
島
　
思
ほ
え
む
か
も

の
二
首
一
対
が
あ
り
、
ま
た
巻
十
二
に
は
相
聞
歌　

別
れ
を
悲
し
ぶ
る
歌
3
2
0
6

と
し
て

筑
紫
道
の 

荒
礒
の
玉
藻
　
刈
る
と
か
も
　
君
が
久
し
く
　
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ

が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
意
は
い
ま
措
く
と
し
て
、
当
時
の
瀬
戸
内
航
路
の
こ
と
を
、

さ
き
の
二
首
は
倭
に
向
か
う
海
路
と
の
見
立
て
で
「
倭
道
」
と
詠
み
、
あ
と
の
一
首
は

筑
紫
か
ら
の
海
路
と
の
認
識
で
「
筑
紫
道
」
と
詠
ん
で
い
る
の
が
興
味
深
い
。
思
う
に
、

古
代
の
瀬
戸
内
航
路
全
体
を
俯
瞰
し
た
名
称
は
、
殊
更
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

二
　
倭
王
権
の
拠
点
港
、
難
波
津
の
生
成
（
軍
事
、
外
交
、
交
易
）

（
一
）
古
代
の
大
河
内
と
摂
津
の
枠
組

律
令
時
代
の
摂
河
泉
の
版
図
に
つ
い
て
、
も
と
も
と
は
大
河
内
地
域
と
し
て
あ
っ
た

も
の
が
分
割
さ
れ
て
、
結
果
的
に
三
か
国
に
な
っ
た
と
の
考
え
は
早
く
か
ら
あ
る
。
就

中
、
和
泉
が
霊
亀
二
（
七
一
六
）
年
の
和
泉
監
の
設
置
（『
続
日
本
紀
』）
を
契
機
に
国

に
格
上
げ
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
さ
き
だ
つ
摂
津
地
域
の
分
割
は
、
本
来
、
凡
河
内
氏

が
奉
斎
し
て
い
た
と
さ
れ
る
式
内
河
内
国
魂
神
社
が
摂
津
の
領
域
で
あ
る
菟
原
郡（
現
、

神
戸
市
）
に
所
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
類
推
し
得
る
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
丹
後
国
で
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軸
と
し
た
交
易
、
外
交
、
軍
事
の
要
と
な
る
大
規
模
な
津
は
設
営
で
き
な
か
っ
た
。
盆

地
内
に
扇
の
よ
う
に
広
が
る
大
和
川
の
水
系
は
、
そ
の
流
末
が
大
阪
平
野
に
通
じ
る
も

の
の
、
亀
瀬
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
途
の
淵
や
瀬
が
多
く
舟
運
に
は
適
し
て
い
な

か
っ
た
（
３
）
。
そ
れ
は
後
世
も
同
じ
で
、
律
令
期
の
大
和
川
水
系
に
は
公
的
に
管
理
さ
れ

た
河
津
が
一
切
設
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

一
方
、
低
丘
陵
の
平
城
（
奈
良
）
山
を
北
に
越
え
た
と
こ
ろ
に
流
れ
る
木
津
川
は
、

や
が
て
宇
治
川
、
桂
川
と
合
流
し
、
淀
川
と
な
っ
て
大
阪
湾
に
至
る
。
泉
津
（
木
津
）

か
ら
淀
川
河
口
ま
で
瀬
は
な
く
、
律
令
期
の
河
港
が
泉
津
か
ら
山
崎
津
を
経
て
難
波
津

ま
で
八
か
所
（
４
）
あ
り
、
水
運
の
盛
ん
な
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
古
墳
時
代

に
目
を
向
け
れ
ば
、
平
城
山
の
ウ
ワ
ナ
ベ
古
墳
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
こ
の
流
域
に
分

布
す
る
上
人
ケ
平
五
号
（
木
津
川
市
）、
鞍
岡
山
三
号
（
精
華
町
）、
久
津
川
車
塚
（
城

陽
市
）、
今
城
塚
（
高
槻
市
）
な
ど
、
前
期
か
ら
後
期
に
い
た
る
諸
古
墳
か
ら
、
円
筒

埴
輪
に
ヘ
ラ
描
き
さ
れ
た
船
絵
資
料
が
頻
出
（
５
）
し
て
い
て
、
畿
内
の
他
地
域
に
は
み

ら
れ
な
い
特
段
の
在
り
様
が
う
か
が
え
る
。

こ
う
し
た
木
津
川
・
淀
川
ル
ー
ト
の
重
要
性
は
、
邪
馬
台
国
や
初
期
倭
王
権
の
時
代

に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
椿
井
大
塚
山
（
木
津
川
市
）、
芝
ケ
原
12
号
（
城
陽
市
）、
安
満

宮
山
（
高
槻
市
）、
岡
本
山
（
高
槻
市
）
な
ど
、
幾
多
の
古
式
古
墳
の
展
開
が
そ
の
こ
と

を
自
ず
と
証
明
す
る
。
近
年
で
は
向
日
市
の
五
塚
原
古
墳
が
当
初
期
の
古
墳
と
判
断
（
６
）

さ
れ
、
木
津
川
・
淀
川
筋
の
乙
訓
あ
た
り
か
ら
派
生
す
る
陸
路
で
亀
岡
盆
地
、
福
知
山
、

そ
し
て
丹
後
半
島
へ
抜
け
る
丹
波
ル
ー
ト
（
太
迩
波
路
）
の
起
点
と
し
て
の
位
置
を
占

め
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（
７
）
。
こ
の
二
つ
の
ル
ー
ト
の
目
的
地
は
、
ど
ち
ら
も

朝
鮮
半
島
や
中
国
大
陸
だ
が
、
外
海
の
日
本
海
沿
岸
を
進
む
丹
波
ル
ー
ト
に
対
し
、
瀬

あ
っ
た
京
丹
後
市
峰
山
町
に
丹
波
の
地
名
が
い
ま
に
残
る
の
と
同
様
、
早
く
に
創
建
さ

れ
た
社
寺
や
旧
地
名
が
の
ち
の
分
国
、
分
郡
の
あ
お
り
を
喰
っ
た
遺
称
で
、
あ
り
が
ち

な
こ
と
だ
。
お
そ
ら
く
大
河
内
か
ら
倭
王
権
の
直
轄
港
を
管
理
す
る
た
め
の
行
政
区
、

す
な
わ
ち
「（
国
家
的
な
）
津
を
押
さ
え
る
」
た
め
の
摂
津
の
範
囲
が
切
り
取
ら
れ
た

の
だ
ろ
う
。
制
度
的
な
分
割
時
期
は
明
確
で
な
い
も
の
の
、『
記
紀
』
（
２
）
に
明
示
さ
れ

る
墨
之
江
津
や
難
波
津
の
成
立
状
況
を
勘
案
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
５
世
紀
段
階
で
王

権
の
梃
入
れ
に
よ
る
実
質
的
な
差
配
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

具
体
的
に
は
、
神
功
紀
の
住
吉
の
大
津
を
先
駆
け
と
し
て
、
応
神
紀
の
大
隅
宮
、
武

庫
水
門
、
仁
徳
紀
の
高
津
宮
、
難
波
堀
江
（

≒

墨
之
江
津
）、
淀
川
左
岸
の
茨
田
堤
（
淀

川
両
岸
部
は
実
質
的
に
摂
津
領
域
と
認
識
）
の
伝
承
が
あ
り
、
そ
の
後
で
は
継
体
紀
の

淀
川
左
岸
の
樟
葉
宮（
同
様
に
摂
津
領
域
）、淀
川
右
岸
の
藍
野
陵
の
造
営
な
ど
が
あ
る
。

と
り
わ
け
淀
川
河
口
部
を
中
心
と
す
る
南
摂
の
領
域
に
は
、
二
つ
の
王
宮
と
と
も
に
住

吉
の
大
津
、
墨
之
江
津
、
難
波
堀
江
が
含
ま
れ
る
点
が
重
要
だ
。
通
常
、
国
境
の
線
引

き
は
分
水
嶺
を
は
じ
め
、
大
河
や
海
峡
、
岬
な
ど
、
自
然
地
形
に
依
拠
し
た
境
界
を
設

定
す
る
の
が
基
本
。
摂
津
で
は
、
北
摂
、
西
摂
の
北
辺
ラ
イ
ン
は
そ
の
例
に
漏
れ
な
い

が
、
南
摂
だ
け
は
そ
の
基
本
を
逸
脱
し
た
人
為
的
な
線
引
き
に
よ
る
領
域
設
定
（
上
町

台
地
北
半
部
の
切
り
取
り
と
摂
津
へ
の
組
み
入
れ
）
が
画
策
さ
れ
て
い
て
、
外
交
や
軍

事
面
で
不
可
欠
な
港
津
を
直
轄
し
よ
う
と
す
る
倭
王
権
の
思
惑
が
う
か
が
え
る
。
の
ち

の
律
令
期
の
摂
津
職
の
設
置
も
同
様
で
、
ま
さ
に
政
策
的
な
措
置
だ
っ
た
。

（
二
）
淀
川
河
口
＝
瀬
戸
内
海
東
端
に
あ
っ
た
倭
王
権
の
外
港

倭
王
権
は
奈
良
盆
地
の
東
南
部
を
拠
点
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
地
域
に
は
水
運
を
基
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戸
内
に
直
接
つ
な
が
る
淀
川
ル
ー
ト
が
倭
王
権
の
主
要
路
に
な
っ
た
こ
と
は
疑
い
が
な

い
。

（
三
）『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
長
柄
船
瀬
と
『
延
喜
式
』
の
「
遣
唐
使
時
奉
幣
」
祝
詞

の
那
我
良
船
居

さ
て
主
要
路
の
淀
川
ル
ー
ト
が
は
じ
め
て
海
域
に
接
す
る
河
口
部
に
、
外
航
船
が
係

留
さ
れ
る
に
足
る
規
模
の
港
津
が
設
営
さ
れ
た
こ
と
は
、
論
を
待
た
な
い
。
筆
者
は
か

ね
て
よ
り
、
奈
良
盆
地
は
倭
王
権
の
奥
座
敷
、
淀
川
河
口
の
港
津
が
表
玄
関
で
、
こ
の

両
方
が
相
ま
っ
て
こ
そ
の
倭
王
権
の
本
体
、
と
捉
え
て
い
る
（
８
）
。
奈
良
時
代
の
京
職

と
摂
津
職
の
構
図
を
先
取
り
し
た
か
た
ち
だ
。
こ
の
思
考
の
も
と
、
以
前
に
田
中
卓
が

考
定
し
た
『
住
吉
大
社
神
代
記
』（
天
平
三
年
原
撰
、
以
下
、『
神
代
記
』
と
略
す
）
所

収
の
長
柄
船
瀬
の
範
囲
（
９
）
を
、
梶
山
彦
太
郎
ら
が
作
成
し
た
河
内
湖
Ⅰ
・
Ⅱ
の
地
形

図
（
10
）
に
落
と
し
込
み
、
大
規
模
な
天
満
砂
州
の
東
側
一
帯
に
ひ
ろ
が
る
港
津
の
復
元

を
思
い
描
い
た
（
11
）
。
そ
れ
は
長
柄
船
瀬
が
じ
つ
は
墨
之
江
津
（
住
吉
津
）
に
ほ
か
な

ら
な
い
と
す
る
概
念
図
で
、そ
の
後
の
難
波
津
の
前
段
と
し
て
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、

あ
わ
せ
て
住
吉
津
が
現
在
の
住
吉
大
社
の
西
浜
に
あ
っ
た
と
す
る
通
説
を
否
定
す
る
も

の
だ
っ
た
。

今
回
、
概
念
図
の
再
提
示
に
あ
た
り
、
淀
川
デ
ル
タ
の
規
模
を
補
正
し
た
想
定
図
（
12
）

を
援
用
し
つ
つ
、
上
町
台
地
の
北
側
に
延
伸
す
る
天
満
砂
州
に
つ
い
て
は
難
波
の
堀
江

の
開
削
を
事
実
と
す
る
立
場
か
ら
作
成
し
た
。
時
期
別
の
三
枚
の
概
念
図
に
記
入
し
た

住
吉
（
澄
之
江
）、
鞆
淵
、
長
峡
（
長
柄
）、
長
柄
船
瀬
、
住
吉
津
、
難
波
津
、
高
津
宮

な
ど
の
用
語
は
関
連
史
料
に
拠
っ
て
い
る
。
以
下
、
解
説
す
る
。

ま
ず
は
『
神
代
記
』
所
収
の
「
長
柄
船
瀬
本
記
」
で
、
船
瀬
の
範
囲
が
明
記
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち

 

四
至
　
東
限
、
高
瀬
・
大
庭
。
南
限
、
大
江
。
西
限
、
鞆
淵
。
北
限
、
川
堓
。
右

の
船
瀬
の
泊
は
遣
唐
貢
朝
使
の
貢
物
を
積
む
船
舫
の
泊
を
造
ら
む
欲
と
、
天
皇
の
念
行

へ
る
時
に
、大
神
の
調
へ
賜
わ
く『
我
、長
柄
船
瀬
を
造
り
て
進
ら
む
。』と
造
り
□（
奉
）

な
り
。

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
高
瀬
、
大
庭
は
守
口
市
、
鞆
淵
（
友
渕
）
は
大
阪
市
都
島
区
に

遺
称
地
名
が
み
ら
れ
、
川
堓
は
長
柄
川
の
川
岸
で
旧
淀
川
筋
、
大
江
は
大
東
市
住
道
か

ら
西
流
す
る
寝
屋
川
と
さ
れ
た
。
お
お
む
ね
妥
当
な
見
解
で
、
実
際
に
川
岸
は
吹
田
市

南
辺
に
そ
の
地
名
が
残
り
、
大
江
に
つ
い
て
は
寝
屋
川
の
下
流
に
も
相
当
す
る
八
軒
家

浜
あ
た
り
の
大
川
筋
を
含
め
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
長
柄
船
瀬
に
つ
い
て
、
田
中
は
『
延
喜
式
』
の
「
遣
唐
使
時
奉
幣
」
祝
詞
の
新

解
釈
を
披
露
し
、
卓
見
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち

皇
御
孫
尊
の
御
命
を
以
て
　
住
吉
に
称
辞
竟
へ
奉
る
皇
神
等
の
前
に
申
し
賜
は
く
　

大
唐
に
使
遣
さ
む
と
為
る
に
　
船
居
無
き
に
依
り
て
　
播
磨
国
よ
り
船
に
乗
る
と
為
て
　

使
は
遣
さ
む
と
所
念
行
す
間
に
　
皇
神
の
命
以
て
　
船
居
は
吾
作
ら
む
と
教
へ
悟
し
給

ひ
き
　
教
へ
悟
し
給
ひ
那
我
良
　
船
居
作
り
給
へ
れ
ば
　
悦
び
嘉
し
み
　
礼
代
の
幣
帛

を
官
位
姓
名
に
捧
げ
持
た
し
め
て
　
進
奉
ら
く
と
申
す

の
傍
線
部
分
の
解
釈
に
つ
い
て
、
本
文
中
の
「
那
我
良
」
を
、
同
じ
く

「
遷
た
た
る
か
み
を
う
つ
し
や
る

却
祟
神
」
祝
詞
な
ど
の
割
書
の
助
詞
「
奈
我
良
」
と
同
様
に
理
解
し
て
き
た
の
は

先
人
の
失
考
で
あ
り
、「
教
へ
悟
し
給
ひ　

那
我
良
船
居
作
り
給
へ
れ
ば
」
と
（
固
有
）

名
詞
と
し
て
判
読
す
べ
し
と
し
た
。
詳
し
く
は
氏
の
論
考
に
譲
る
と
し
て
、
要
点
を
記
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こ
の
う
ち
百
済
郡
は
上
町
台
地
東
南
部
一
帯
と
さ
れ
、
長
屋
王
邸
出
土
の
「
百
済
郡
」

銘
木
簡
の
検
討
な
ど
か
ら
八
世
紀
初
頭
に
は
成
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
端
緒
は

天
智
三
（
六
六
四
）
年
の
百
済
善
光
王
の
居
住
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
東
生
郡
は

上
町
台
地
北
東
部
、
西
成
郡
は
同
じ
く
台
地
北
西
部
に
比
定
さ
れ
、『
続
日
本
紀
』
天

平
六
（
七
三
四
）
年
条
記
載
の
難
波
宮
東
西
二
郡
に
相
当
す
る
。
東
生
と
西
成
の
立
郡

の
経
緯
は
不
詳
だ
が
、
東
西
に
分
郡
す
る
以
前
の
成
郡
（
評
）
が
想
定
さ
れ
る
な
ら
、

ナ
リ
に
つ
い
て
は
、
雄
略
紀
二
十
一
年
条
に
み
ら
れ
る
百
済
の
「
久こ

麻む

那な

利り

（
熊
津
）」

の
類
推
か
ら
、「
津
」
を
指
す
と
の
考
え
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
。
だ
と
し
た
ら

そ
の
津
は
、
東
生
、
西
成
の
二
郡
の
分
郡
が
大
宝
律
令
施
行
期
で
あ
れ
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
前
期
難
波
宮
造
営
期
で
あ
れ
、
時
期
的
に
も
、
地
理
的
に
も
難
波
津
を
指
す
こ
と
に

な
る
。
た
だ
、い
ま
こ
こ
で
は
広
大
な
住
吉
地
域
（
住
吉
評
）
の
北
部
の
一
画
を
割
き
、

東
生
郡
、
西
成
郡
、
東
部
の
一
画
に
百
済
郡
が
生
起
し
た
と
す
る
事
実
経
過
を
強
く
推

認
し
た
い
。

（
四
）『
記
紀
』
に
み
る
淀
川
河
口
部
の
津

前
述
し
た
住
吉
地
域
の
大
枠
の
も
と
に
、あ
ら
た
め
て
淀
川
河
口
部
の
津
の
変
遷
を
、

記
紀
伝
承
、
と
り
わ
け
書
紀
紀
年
の
記
載
順
に
素
描
し
て
み
た
い
。『
神
功
紀
』
摂
政

元
年
二
月
条
に
、新
羅
を
討
っ
た
皇
后
が
海
路
（
瀬
戸
内
）
よ
り
京
に
向
か
っ
た
と
き
、

麛
坂
王
、
忍
熊
王
（
仲
哀
天
皇
の
御
子
）
が
策
謀
し
一
行
を
待
ち
受
け
た
と
の
反
乱
伝

承
が
あ
る
。
そ
の
際
、二
人
の
王
は
莵
餓
野
に
出
て
勝
否
を
占
う
祈
狩
を
し
た
と
こ
ろ
、

麛
坂
王
が
赤
猪
に
殺
さ
れ
た
た
め
、
軍
を
引
い
て
住
吉
に
屯
っ
た
と
あ
り
、
対
し
て
皇

后
の
船
は
難
波
を
目
指
す
も
叶
わ
ず
、
務
古
水
門
に
還
っ
て
卜
な
い
、
諸
神
を
祀
っ
た

せ
ば
、「
遣
唐
使
時
奉
幣
」
祝
詞
の
那
我
良
船
居
と
『
神
代
記
』
の
長
柄
船
瀬
は
ど
ち

ら
も
淀
川
河
口
部
に
あ
っ
て
、
住
吉
大
神
が
加
護
す
る
同
じ
津
で
あ
っ
て
、
仁
徳
期
に

は
住
吉
津
と
も
難
波
津
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
し
た
。

考
え
る
に
、『
神
代
記
』
の
四
至
の
地
名
を
冠
し
た
長
柄
船
瀬
や
祝
詞
の
那
我
良
船

居
は
住
吉
大
神
の
神
徳
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
た
津
で
、
ひ
と
え
に
神
領
内
で
の
取
り
扱

い
、
呼
称
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
倭
王
権
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
長
柄
船
瀬
は
、
よ

り
大
き
な
領
域
で
あ
る
住
吉
地
域
に
所
在
す
る
「
大
津
」
で
あ
り
、
そ
の
公
称
が
記
紀

万
葉
な
ど
に
記
さ
れ
る
「
住
吉
津
」
や
「
難
波
津
」
な
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
住
吉
の
本
源
的
な
領
域
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。住
吉
は『
古
事
記
』や『
万

葉
集
』
に
「
墨
之
江
」
津
や
「
須
美
乃
延
」
な
ど
の
表
記
が
あ
り
、
ス
ミ
ノ
エ
と
訓
み

な
ら
わ
し
て
い
た
。
た
だ
「
墨
之
江
」
の
字
句
で
は
意
味
が
通
じ
ず
、
先
学
が
指
摘
す

る
よ
う
に
本
来
は
澄
ん
だ
入
江
、
す
な
わ
ち
澄
ん
だ
水
が
よ
り
く
る
と
こ
ろ
と
し
て
の

「
澄
之
江
」
が
語
源
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
は
聖
地
と
し
て
の
響
き
す
ら
あ
る
。
他
方
、

古
代
の
海
浜
地
帯
で
一
定
の
地
形
的
な
条
件
が
備
わ
れ
ば
、
そ
こ
は
澄
之
江
で
あ
り
、

あ
る
意
味
い
た
る
と
こ
ろ
に
候
補
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
淀
川
河
口
部
の
ス
ミ
ノ
エ
が
殊

更
、
諸
史
料
に
頻
出
す
る
の
は
、
そ
の
聖
地
が
倭
王
権
の
重
要
地
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
前
述
の
ご
と
く
長
柄
船
瀬
が
淀
川
河
口
部
に
あ
り
、
そ
れ
が
「
墨
之
江
の

津
（
住
吉
の
津
）」
に
も
、「
難
波
の
津
」
に
も
あ
た
る
な
ら
ば
、
国
家
津
を
包
摂
す
る

本
来
の
住
吉
の
領
域
は
、
淀
川
河
口
部
の
天
満
砂
州
を
含
む
上
町
台
地
の
大
部
分
を
占

め
る
広
大
な
地
域
と
み
ら
れ
、
そ
れ
は
住
吉
郡
の
前
段
と
し
て
の
住
吉
評
に
も
擬
せ
ら

れ
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

令
制
下
で
は
、
南
摂
は
住
吉
郡
、
東
生
郡
、
西
成
郡
、
百
済
郡
の
四
郡
か
ら
な
る
。
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と
あ
る
。
そ
し
て

亦
表
筒
男
・
中
筒
男
・
底
筒
男
、
三
の
神
、
誨
へ
ま
つ
り
て
曰
は
く
「
吾
が
和
魂
を

ば
大
津
の
渟
中
倉
の
長
峡
に
居
さ
し
む
べ
し
。
便
ち
因
り
て
往
来
ふ
船
を
看
さ
む
」
と

の
た
ま
う
。

と
し
て
、
是
に
神
の
教
の
随
に
鎮
ま
り
、
海
を
渡
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
。
そ
の

後
、
忍
熊
王
の
軍
が
莵
道
（
宇
治
）
に
退
い
た
と
す
る
。

通
説
で
は
、
長
峡
を
現
・
住
吉
大
社
の
西
浜
と
し
、
し
た
が
っ
て
住
吉
も
い
ま
の
住

吉
大
社
あ
た
り
（

≒

大
阪
市
住
吉
区
）
と
狭
義
に
と
ら
え
て
い
る
（
13
）
。
筆
者
は
本
来

の
住
吉
地
域
に
つ
い
て
、
天
満
砂
州
を
含
む
上
町
台
地
周
辺
一
帯
、
と
広
義
に
と
ら
え

る
立
場
か
ら
、
前
述
の
動
向
を
読
み
解
く
。
ま
ず
、
長
峡
は
刊
本
『
日
本
書
紀
』
の
注

釈
（
14
）
な
ど
に
解
説
す
る
「
長
く
尾
を
ひ
い
た
地
形
」
の
意
味
合
い
か
ら
、
南
北
に
長

く
伸
び
た
天
満
砂
州
と
み
る
の
が
妥
当
で
、
そ
の
形
状
は
ま
さ
に
「
長
柄
」
と
呼
ぶ
に

相
応
し
い
。
さ
き
の
神
功
紀
の
大
津
も
こ
の
砂
州
に
関
わ
る
津
と
み
る
こ
と
が
で
き
、

ま
さ
に
住
吉
大
神（
三
神
）が
誨
へ
ま
つ
る
津
、す
な
わ
ち
長
柄
船
瀬（
＝
住
吉
の
大
津
）

を
指
す
こ
と
に
な
る
（
図
①
）。
ま
た
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
淀
川
河
口
部
に

お
け
る
忍
熊
王
と
皇
后
の
一
連
の
軍
事
行
動
が
ビ
ビ
ッ
ド
に
再
現
で
き
る
。
砂
州
上
に

位
置
す
る
莵
餓
野
（
現
、
大
阪
市
北
区
兎
我
野
町
あ
た
り
）
か
ら
住
吉
へ
の
軍
の
移
動

も
、
従
前
の
理
解
で
は
一
〇
km
も
離
れ
た
と
こ
ろ
（
住
吉
大
社
付
近
）
だ
が
、
い
か
に

も
遠
く
、
や
は
り
長
柄
船
瀬
の
一
画
を
占
め
る
上
町
台
地
の
北
端
部
あ
た
り
と
み
る
の

が
自
然
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
直
後
に
船
で
淀
川
を
さ
か
の
ぼ
り
、
宇
治
に
退
却
す
る
う

え
で
の
地
の
利
を
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
皇
后
が
、
当
初
、
難
波
（
上

町
台
地
北
辺
部
）
を
目
指
し
た
こ
と
も
、
忍
熊
王
軍
が
長
柄
船
瀬
を
擁
す
る
台
地
北
端

部
に
屯
っ
て
い
て
こ
そ
整
合
性
が
と
れ
、
そ
の
後
、
務
古
水
門
に
泊
っ
た
の
も
、
天
満

砂
州
や
台
地
北
端
部
が
指
呼
の
間
に
捉
え
得
る
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
上
町
台
地
北
部
周

辺
の
「
住
吉
の
大
津
」
は
、
引
き
続
く
応
神
紀
二
十
二
年
条
の
、
難
波
の
大
隅
宮
に
居

し
ま
す
時
に
、
吉
備
に
向
か
う
兄
媛
が
発
舟
し
た
「
大
津
」
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
い
で
仁
徳
紀
十
一
年
十
月
条
に
、

（
高
津
） 

宮
の
北
の
郊
原
を
掘
り
て
、南
の
水（
大
和
川
）を
引
き
て
西
の
海（
大
阪
湾
）

に
入
る
。
因
り
て
其
の
水
を
号
け
て
堀
江
と
曰
う
。
又
将
に
北
の
河
（
淀
川
）
の
澇
を

防
か
む
と
し
て
、
茨
田
堤
を
築
く
。

と
あ
る
。
仁
徳
記
の
難
波
堀
江
の
開
削
、
茨
田
堤
の
築
造
と
同
義
で
、
さ
ら
に
は
茨
田

三
宅
の
設
営
な
ど
を
加
え
た
一
連
の
土
木
建
設
事
業
が
、
田
中
や
筆
者
が
説
く
「
墨
之

江
津
」
の
整
備
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
難
波
堀
江
の
開
削
を
軸
と
す
る
新
生
住

吉
津
で
、
図
②
が
そ
の
想
定
図
で
あ
る
。
仁
徳
紀
三
十
年
九
月
条
に
、
紀
伊
に
御
綱
葉

を
採
り
に
行
っ
た
磐
姫
が
船
で
難
波
の
済
に
帰
り
つ
い
た
際
、
天
皇
が
八
田
皇
女
を
召

し
た
と
聞
き
、
恨
ん
で
大
津
に
泊
ら
ず
、（
淀
川
を
）
泝
江
り
て
、
山
背
よ
り
倭
に
向
っ

た
と
あ
る
。
こ
の
大
津
は
「
墨
之
江
津
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
同
内
容
の
記
事
を
載
せ
た

仁
徳
記
に
は
御
綱
柏
に
か
ら
め
た
「
御
津
前
（
崎
）」
の
表
記
が
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
御
船
を
引
き
避
き
て
、
堀
江
に
泝
り
、
川
の
隨
に
山
代
に
上
り
幸
で
ま
し
き
。

と
の
記
事
は
、
難
波
堀
江
開
削
直
後
の
場
景
を
示
し
て
余
り
あ
る
。
す
な
わ
ち
仁
徳

三
十
年
紀
に
い
う
「
難
波
の
済
」
は
、
津
の
重
要
施
設
と
し
て
機
能
し
て
い
た
難
波

堀
江
の
姿
そ
の
も
の
を
さ
し
、
そ
こ
に
は
桟
橋
、
取
り
付
け
道
路
、
管
理
棟
、
倉
な

ど
の
付
属
建
物
が
整
備
さ
れ
た
埠
頭
（
15
）
の
存
在
が
不
可
欠
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
仁
徳

六
十
二
年
紀
に
は
遠
江
の
大
井
川
よ
り
流
れ
出
た
大
木
で
作
っ
た
船
を
難
波
津
に
廻
漕
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緯
に
つ
い
て
は
、
前
段
に
、
河
口
部
で
の
氾
濫
、
長
雨
期
の
水
位
上
昇
に
よ
る
被
害
な

ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
い
つ
に
淀
川
、大
和
川
に
よ
る
土
砂
の
堆
積
が
進
み
、

津
の
機
能
が
阻
害
さ
れ
る
ほ
ど
の
状
況
に
陥
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。さ
き
の『
神

代
記
』
の
「
荷
前
二
処
・
御
帛
浜
等
の
本
縁
」
項
の
御
帛
浜
に
つ
い
て
、

一
処
。
三
国
川
尻
よ
り
吾
妻
川
尻
に
至
る
難
破
（
波
）
浦

と
あ
り
、
そ
の
浜
は

昔
、
気
長
帯
姫
皇
后
の
寄
さ
し
奉
る
と
こ
ろ
な
り
。
爰
に
三
韓
の
国
の
朝
貢
は
、
こ

の
川
よ
り
運
び
進
る
。
而
る
に
此
の
川
に
漂
没
れ
、
仍
り
て
、
制
あ
り
、
運
漕
ば
ず
。

吾
君
（
妻
）
川
よ
り
運
漕
ぶ
。
茲
に
因
り
て
御
帛
浜
と
な
す
。（
略
）

と
説
明
す
る
。
田
中
卓
に
よ
れ
ば
、
三
国
川
は
い
ま
の
神
崎
川
で
、
吾
君
（
妻
）
川
は

長
柄
川
も
し
く
は
中
津
川
を
指
す
と
い
う
。
要
点
を
記
せ
ば
、
神
功
皇
后
の
時
代
、
三

韓
の
朝
貢
は
も
と
三
国
川
を
利
用
し
て
い
た
が
、沈
没
事
故
の
た
め
通
行
不
能
と
な
り
、

そ
の
後
、
吾
君
（
妻
）
川
経
由
で
大
津
に
至
る
と
い
う
も
の
で
、
図
①
に
示
し
た
御
帛

浜
（
大
阪
市
西
淀
川
区
の
御
幣
島
は
遺
称
か
）
は
数
あ
る
埠
頭
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
住
吉
の
大
津
へ
の
進
入
路
（
航
路
）
変
更
も
ま
た
、
淀
川

河
口
部
の
デ
ル
タ
の
発
達
や
土
砂
堆
積
に
よ
る
潮
口
の
閉
塞
化
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ

れ
た
対
症
療
法
に
す
ぎ
ず
、
倭
王
権
に
と
っ
て
は
、
大
津
の
機
能
維
持
へ
の
抜
本
的
な

解
決
策
と
し
て
の
堀
江
の
開
削
が
、
喫
緊
の
課
題
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
図
②
に
は
、
堀
江
の
す
ぐ
南
側
に
法
円
坂
倉
庫
群
を
記
載
し
た
。
こ
の
倉
庫
群

は
一
九
八
七
年
に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
十
六
棟
以
上
の
大
型
倉
庫
（
平
均
床
面
積

九
〇
㎡
）
が
二
列
に
な
っ
て
、
堀
江
の
流
路
に
並
行
す
る
か
た
ち
で
東
西
方
向
に
整
然

と
設
け
ら
れ
て
い
た
。
住
吉
津
に
か
か
る
倭
王
権
の
拠
点
的
な
ク
ラ
と
の
評
価
は
過
た

し
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
難
波
津
は
、
後
世
の
固
有
名
詞
の
「
難
波
津
」
で
は
な
く
、

仁
賢
六
年
紀
に
あ
る
難
波
の
御
津
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
も
難
波
に
あ
っ
た
津
と
解
す

べ
き
で
、
難
波
の
地
に
堀
江
を
開
削
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
言
い
様
と
考
え
る
。

そ
の
一
方
で
雄
略
十
四
年
紀
に
は
、
身
狭
村
主
靑
ら
が
呉
の
漢
織
・
呉
織
、
衣
縫
の

兄
媛
・
弟
媛
ら
を
伴
っ
て
住
吉
津
に
泊
る
、
と
の
記
事
が
あ
る
。
多
く
の
研
究
者
は
直

後
の
是
の
月
条
の

呉
の
客
の
道
を
為
り
て
、
磯
齒
津
路
に
通
す
。
呉
坂
と
名
く
。

と
の
記
述
を
絡
め
て
、
こ
の
住
吉
津
こ
そ
、
住
吉
大
社
の
西
浜
に
あ
っ
た
港
津
と
み
て

い
る
。
筆
者
は
「
墨
之
江
津
」
は
、
繰
り
返
し
言
う
よ
う
に
、
淀
川
河
口
部
に
あ
っ
た

倭
王
権
直
轄
の
「
住
吉
の
大
津
（
長
柄
船
瀬
）」
を
再
整
備
し
た
と
考
え
て
お
り
、
住

吉
大
社
西
浜
に
住
吉
津
は
存
在
し
な
い
立
場
で
あ
る
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
是
の
月
条

を
吟
味
す
る
と
、
唯
々
、
呉
の
来
朝
者
の
た
め
に
（
上
町
台
地
南
部
に
あ
る
）
磯
齒
津

路
に
通
じ
る
道
を
つ
く
り
、
呉
坂
と
名
付
け
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
か
な
ら
ず

し
も
住
吉
津
が
磯
齒
津
路
の
近
く
に
あ
っ
た
と
は
記
し
て
い
な
い
。
こ
の
記
事
に
つ
い

て
は
、「
淀
川
河
口
部
（
換
言
す
れ
ば
台
地
北
端
部
一
帯
）
に
あ
っ
た
住
吉
津
か
ら
台

地
南
部
の
磯
齒
津
路
に
至
る
呉
坂
を
造
っ
た
」
と
も
解
せ
よ
う
。
や
は
り
、
倭
王
権
の

国
際
外
交
に
か
か
る
国
家
津
が
上
町
台
地
の
二
か
所
に
あ
る
の
は
不
自
然
で
、
埠
頭
並

び
に
外
交
諸
施
設
を
含
め
た
港
湾
の
整
備
と
管
理
が
大
規
模
に
集
約
さ
れ
て
い
て
こ
そ

の
御
津
、
大
津
（
住
吉
津
）
で
あ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
ま
た
上
述
の
よ
う
に
淀
川
・

木
津
川
を
経
て
水
運
で
大
和
に
通
じ
る
難
波
に
つ
く
ら
れ
た
津
で
あ
り
、
難
波
の
御
津

と
も
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
て
、
上
記
し
た
仁
徳
十
一
年
紀
の
堀
江
の
開
削
、
茨
田
堤
の
築
造
に
至
る
経
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ず
、
最
近
の
研
究
（
16
）
で
は
、
倉
庫
群
の
造
営
時
期
が
詳
し
く
検
討
さ
れ
、
五
世
紀
の

第
二
四
半
期
か
ら
第
三
四
半
期
に
絞
り
こ
ま
れ
る
と
い
う
。
注
目
す
る
の
は
、
規
模
も

さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
度
の
建
て
替
え
も
な
く
、
取
り
壊
す
よ
う
に
廃
絶
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
住
吉
津
の
評
価
に
も
一
石
を
投
じ
る
も
の
で
あ
り
、後
に
触
れ
る
。

図
③
は
継
体
・
欽
明
期
の
淀
川
河
口
部
で
、
地
形
図
と
し
て
は
図
②
と
基
本
的
に
変

わ
ら
な
い
。
図
中
、
難
波
館
は
継
体
六
年
紀
の
任
那
四
縣
の
百
済
へ
の
割
譲
の
件
で
登

場
す
る
迎
賓
館
、
難
波
大
郡
は
欽
明
二
十
二
年
紀
に
百
済
と
新
羅
の
使
節
を
次
序
し
た

と
す
る
施
設
で
あ
ろ
う
。
と
も
に
設
置
場
所
に
つ
い
て
の
明
記
は
な
い
が
、
難
波
津
の

中
枢
に
あ
っ
た
外
交
施
設
で
あ
る
こ
と
か
ら
堀
江
の
南
岸
に
想
定
し
た
。
時
期
が
降
る

に
し
た
が
い
、
難
波
津
の
諸
施
設
が
充
実
し
て
い
く
様
子
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
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施
設
が
、
第
二
群
は
「
ス
ミ
ノ
エ
の
＋
［
不
特

定
の
場
所
、
地
形
、
事
物
、
催
事
］」
で 

普
通

名
詞
に
よ
る
対
象
地
、
対
象
物
が
、
第
三
群
は

「
ス
ミ
ノ
エ
の
＋
［
人
名
、
人
物
］」
で
人
名
や

対
象
人
物
が
、
第
四
群
は
「
ス
ミ
ノ
エ
の
＋

［
神
名
］」
で
対
象
神
が
、そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
る
。

表
1
は
こ
の
四
つ
の
分
類
に
基
づ
き
、
具
体
の

文
言
を
一
覧
し
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
注
目
す
る
事
例
は
第
一
群
の
う
ち

港
湾
施
設
の
「
御
津
」
と
第
四
群
の
神
名
で
あ

る
「
我
が
大
御
神
」
を
詠
み
込
ん
だ
巻
十
九
の

『
天
平
五
（
七
三
三
）
年　

入
唐
使
に
贈
る
歌
』

4
2
4
5
で
、

そ
ら
み
つ
　
大
和
の
国
　
あ
を
に
よ
し
　
平

城
の
都
ゆ
　
お
し
て
る
　
難
波
に
下
り
　
住
吉

の
　
御
津
に
船
乗
り
　
直
渡
り
　
日
の
入
る

国
に
　
遣
は
さ
る
　
我
が
背
の
君
を
　
か
け
ま

く
の
　
ゆ
ゆ
し
畏
き
　
住
吉
の
　
我
が
大
御
神
　

船
の
舳
に
　
領
き
い
ま
し
　
船
艫
に
　
み
立
た

し
ま
し
て
　
さ
し
寄
ら
む
　
礒
の
崎
々
　
漕
ぎ

泊
て
む
　
泊
泊
に
　
荒
き
風
　
波
に
遭
わ
せ
ず
　

平
け
く
　
率
て
帰
り
ま
せ
　
も
と
の
朝
廷
に

（
五
）『
万
葉
集
』
に
み
え
る
住
吉
と
住
吉
津

こ
れ
ま
で
淀
川
河
口
部
の
天
満
砂
州
の
東
辺
一
帯
に
造
営
さ
れ
て
い
た
港
津
に
つ
い

て
、『
神
代
記
』
の
「
長
柄
船
瀬
本
記
」
と
「
荷
前
二
処
・
御
帛
浜
等
の
本
縁
」、『
延
喜
式
』

の
「
遣
唐
使
時
奉
幣
」
祝
詞
、
さ
ら
に
は
『
記
紀
』
の
神
功
期
か
ら
欽
明
期
の
叙
述
を

時
系
列
で
整
理
し
た
。
そ
の
結
果
、
住
吉
大
神
の
神
徳
に
よ
り
神
領
内
に
設
け
ら
れ
て

い
た
と
す
る
長
柄
船
瀬
（
＝
那
我
良
船
居
）
は
、
本
来
的
に
は
倭
王
権
の
直
轄
港
で
あ

り
、「
住
吉
の
大
津
」
か
ら
「
墨
之
江
津
（
住
吉
津
）」
や
「
難
波
津
」
に
至
る
一
貫
し

た
整
備
が
お
こ
な
わ
れ
、
発
展
し
て
き
た
、
と
読
み
解
い
た
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
、
淀

川
デ
ル
タ
の
発
達
に
伴
い
港
湾
機
能
の
低
下
に
対
処
し
た
仁
徳
紀
十
一
年
の
堀
江
の
開

削
は
国
際
港
と
し
て
飛
躍
す
る
う
え
で
大
き
な
画
期
だ
っ
た
。

い
ま
前
記
し
た
「
住
吉
の
大
津
」
か
ら
「
難
波
津
」
へ
の
一
貫
性
を
さ
ら
に
検
証
す

べ
く
万
葉
集
を
繙
き
、
住
吉
津
の
所
在
地
に
迫
っ
て
み
る
。
管
見
で
は
、
直
截
に
ス
ミ

ノ
エ
の
文
言
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
は
、
短
歌
、
長
歌
、
旋
頭
歌
な
ど
三
十
九
首
四
十
一
例

に
の
ぼ
る
。
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
岩
波
版
「
万
葉
集
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）」

に
よ
れ
ば
、
表
記
は
五
種
で
、
住
吉
二
十
八
首
二
十
八
例
、
墨
吉
九
首
十
例
、
淸
吉
一

首
一
例
、
須
美
乃
延
一
首
一
例
、
須
美
乃
江
一
首
一
例
で
あ
る
。
都
合
四
十
首
で
一
首

多
く
な
る
の
は
長
歌
4
2
4
5
に
一
例
ず
つ
の
住
吉
と
墨
吉
が
共
存
し
、
ダ
ブ
ル
カ

ウ
ン
ト
し
た
こ
と
に
よ
る
。
用
例
的
に
は「
ス
ミ
ノ
エ
の
」が
三
十
八
首
二
十
三
例
、「
ス

ミ
ノ
エ
に
」
が
三
首
三
例
で
、
お
よ
そ
二
つ
の
型
に
ま
と
ま
る
。

ま
ず
は
大
半
を
占
め
る
「
ス
ミ
ノ
エ
の
」
型
で
、
表
記
は
「
ス
ミ
ノ
エ
の
＋
名
詞
」

と
な
る
。
第
一
群
は
「
ス
ミ
ノ
エ
の
＋
［
特
定
の
地
名
、施
設
］」
で
具
体
的
な
対
象
地
、

第一群　　　12 例 13 首
スミノエの［地名、施設］

浅香の浦（0121）、得名津（0283）、野木（0295）、粉浜（0997）、名兒の浜辺（1153）
遠里小野（1156、3791）、波豆麻（1273）、出見の浜（1274）、浅沢小野（1361）
敷津の浦（3076）、岸野（3801）、御津（4245）

第二群　　　6 例 20 首
スミグノエの［地形、情景］

岸（0932、1002、1144、1146、1147、1148、1150、1159、1740、2244、
2735、3197）、浜（0394、0931、2797、4457）、沖つ白波（1158）、小田（1275）
里（1886）、小集樂（3808）

第三群　　　2 例 2 首
スミノエの［人名、人物］ 弟日娘（0065）、津守（2646）

第四群　　　3 例 3 首
スミノエの［神名］ 現人神（1020 ＋ 1021）、吾が大御神（4245）、吾が須賣神（4408）

表 1 万葉集にみる「スミノエの [ 名詞 ]」型の用語一覧　(4 桁数字は国歌大観整理番号 )
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と
あ
る
。
詠
み
人
不
詳
な
が
ら
、
天
平
五
（
七
三
三
）
年
の
年
紀
か
ら
、
多
治
比
広
成

ら
が
乗
り
込
む
遣
唐
使
節
団
の
派
遣
（
17
）
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
解
る
。
歌
意
を

要
約
す
れ
ば
、「
平
城
か
ら
難
波
に
下
り
、
住
吉
の
御
津
で
船
に
乗
り
、
唐
に
遣
わ
さ

れ
る
夫
（
な
い
し
恋
人
）
を 

住
吉
の
大
御
神
の
ご
加
護
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
苦

難
を
の
り
こ
え
て
無
事
に
帰
還
し
て
ほ
し
い
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
と
な
る
。
こ
の
「
住

吉
の
御
津
」
に
つ
い
て
も
、
識
者
の
多
く
は
住
吉
大
社
の
西
浜
に
あ
っ
た
と
す
る
が
、

天
平
五
年
の
遣
使
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
淀
川
河
口
部
で
埠
頭
を
備
え
た
国
際
港
・
難

波
津
を
指
す
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
大
和
か
ら

平
城
山
を
北
に
越
え
、
木
津
か
ら
船
で
木
津
川
、
淀
川
を
経
由
し
て
き
た
事
実
が
「
平

城
か
ら
難
波
に
下
」
る
、
と
の
表
現
と
整
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
奈
良
時
代
に
あ
っ
て

も
、
難
波
津
を
住
吉
の
御
津
と
呼
称
し
て
い
る
状
況
は
、
住
吉
神
が
加
護
す
る
神
港
の

長
柄
船
瀬
（
＝
那
我
良
船
居
） 

を
、倭
王
権
が
「
住
吉
の
大
津
」、「
住
吉
津
」、「
難
波
津
」

と
一
途
に
発
展
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
も
の
が
た
る
。
前
述
し
た
麛
坂
王
ら
の
反
乱
伝
承

の
舞
台
も
、
邪
馬
台
国
時
代
以
来
の
大
和
か
ら
木
津
川
・
淀
川
筋
を
下
り
き
た
と
こ
ろ

の
河
口
部
で
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
天
満
砂
州
の
莵
餓
野
の
東
浜
を
含
む
「
住
吉

の
大
津
」
の
確
保
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
や
は
り
ス
ミ
ノ
エ
の
故
地
は
天
満

砂
州
を
含
む
上
町
台
地
一
帯
の
広
大
な
領
域
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
第
一
群
の
残
り
十
一
例
は
、
特
定
の
地
名
を
詠
み
込
ん
で
い
て
、
浅
香
、
得
名

津
、
粉
浜
、
遠
里
小
野
、
敷
津
は
、
い
ず
れ
も
住
吉
大
社
の
近
傍
地
と
さ
れ
、
岸
野
は
、

竹
取
翁
の
説
話
に
か
か
る
長
歌
3
7
9
1
に
対
応
す
る
短
歌
の
一
つ
に
あ
り
、
遠
里

小
野
を
指
す
と
い
う
。
た
し
か
に
得
名
津
を
詠
っ
た
高
市
連
黒
人
の
歌
0
2
8
3
は 

墨
吉
の
　
得
名
津
に
立
ち
て
　
見
渡
せ
ば
　
武
庫
の
泊
ゆ
　
出
づ
る
船
人

と
あ
り
、
墨
吉
に
所
在
す
る
得
名
津
で
の
情
景
が
う
か
が
え
る
も
の
で
、
実
際
に
榎
津

（
得
名
津
）
の
所
在
地
か
ら
し
て
も
、
こ
の
ス
ミ
ノ
エ
は
狭
義
の
そ
れ
を
指
す
可
能
性

は
高
い
。
た
だ
歌
3
0
7
6
の

住
吉
の
　
敷
津
の
浦
の
　
名
告
藻
の
　
名
は
告
り
て
し
を
　
逢
は
な
く
も
あ
や
し

の
敷
津
に
つ
い
て
は
、
大
阪
市
住
吉
区
の
ほ
か
に
、
浪
速
区
に
も
敷
津
が
あ
り
、
敷
津

松
之
宮
が
鎮
座
す
る
な
ど
有
力
な
候
補
地
と
な
る
。
も
し
浪
速
区
で
あ
れ
ば
狭
義
の
ス

ミ
ノ
エ
か
ら
は
外
れ
、
歌
の
住
吉
は
広
義
の
ス
ミ
ノ
エ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
ほ
か
の
野
木
、
名
兒
、
波
豆
麻
、
出
見
、
浅
沢
小
野
は
、
地
名
が
明
示
さ
れ
る

も
の
の
、
場
所
が
特
定
で
き
な
い
。
波
豆
麻
は
勝
間
（
大
阪
市
西
成
区
）
と
も
、
波
止

場
の
意
味
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、

住
吉
の
　
波
豆
麻
の
君
が
　
馬
乗
衣
　
さ
ひ
づ
ら
ふ
　
漢
女
を
据
ゑ
て
　
縫
へ
る
衣

ぞ
（
旋
頭
歌
1
2
7
3
）

の
歌
意
「
―
―
の
馬
乗
衣
は
お
し
ゃ
べ
り
の
漢
女
を
置
い
て
縫
っ
た
衣
」
か
ら
も
、
波

止
場
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
。
波
豆
麻
が
勝
間
な
ら
、
こ
の
歌
の
「
住
吉
」
も
広
義
の

ス
ミ
ノ
エ
を
指
す
も
の
と
な
る
。
す
ぐ
さ
ま
証
明
は
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
「
ス
ミ

ノ
エ
の
＋
［
地
名
］」
の
場
合
、［
地
名
］
に
か
か
る
ス
ミ
ノ
エ
は
郡
名
な
ど
、
よ
り
大

き
な
地
域
名
で
あ
り
、
そ
の
な
か
に
榎
津
な
ど
の
郷
名
や
［
地
名
］
が
包
摂
さ
れ
る
の

は
必
然
な
こ
と
で
あ
る
。
第
一
群
で
野
木
な
ど
場
所
が
特
定
で
き
な
い
他
の
事
例
に
つ

い
て
も
、
広
義
の
ス
ミ
ノ
エ
だ
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
第
二
群
を
み
る
と
、
二
十
首
中
、「
岸
」
が
十
二
首
、「
浜
」
が

四
首
、「
沖
つ
白
波
」
が
一
首
で
、「
ス
ミ
ノ
エ
の
」
海
岸
や
水
辺
の
情
景
を
詠
う
も
の

が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
し
て
注
釈
書
の
大
半
は
、
大
阪
市
住
吉
区
あ
た
り
の
、
狭
義
の
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命
・
表
筒
男
命
の
三
神
を
統
べ
た
住
吉
大
神
の
名
辞
と
し
て
昇
華
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
少
数
例
の
「
ス
ミ
ノ
エ
に
」
型
に
つ
い
て
、
歌
の
要
所
の
み
抜
き
書
き
し
て

み
る
。
恋
歌
1
1
4
9
の
「
住
吉
に　

行
く
と
ふ
道
に
（
略
）」
と
長
歌
1
7
4
0

の
摂
津
の
浦
島
伝
説
に
か
か
る
「（
略
）
墨
吉
に　

帰
り
来
り
て
（
略
）」
は
、
前
者
が

行
く
所
と
し
て
の
住
吉
、
後
者
が
帰
る
所
と
し
て
の
墨
吉
で
、
と
も
に
目
的
場
所
を
示

す
。
た
だ
「
ス
ミ
ノ
エ
の
」
型
の
第
一
、
第
二
群
と
違
っ
て
、
下
位
に
く
る
地
名
や
場

所
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
「
住
吉
、
墨
吉
」
が
広
義
、
狭
義
の
い
ず
れ
を

指
す
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
あ
と
歌
4
2
4
3
の「
住
吉
に　

斎
く
祝
が（
略
）」は
、

「
住
吉
神
に
仕
え
る
神
職
」
の
意
で
、「
ス
ミ
ノ
エ
の
」
型
の
第
四
群
と
同
様
、
住
吉
神

を
指
す
事
例
で
あ
る
。 

以
上
、
住
吉
津
の
追
究
の
一
環
と
し
て
、
万
葉
歌
の
な
か
の
ス
ミ
ノ
エ
の
意
味
合
い

を
探
っ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
長
歌
4
2
4
5
の
「
住
吉
の
御
津
」
の
用
例
を
広
義

の
ス
ミ
ノ
エ
を
指
す
確
実
な
事
例
と
し
て
認
識
す
る
な
か
で
、
こ
れ
ま
で
狭
義
の
ス
ミ

ノ
エ
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
な
か
に
は
、
多
分
に
広
義
の
ス
ミ
ノ
エ
が
含
ま
れ
る
と
み

て
過
た
な
い
。

今
回
、
ス
ミ
ノ
エ
を
詠
み
込
ん
だ
万
葉
歌
三
十
九
首
を
通
覧
し
た
結
果
、「
住
吉
の

御
津
」
の
表
記
は
さ
き
の
4
2
4
5
の
一
首
の
み
で
、
そ
れ
は
難
波
津
を
指
す
も
の

だ
っ
た
。
か
つ
て
住
吉
大
社
の
西
浜
に
住
吉
津
が
あ
っ
た
と
す
る
歌
や
住
吉
津
を
懐
か

し
む
歌
は
指
摘
で
き
ず
、
ま
た
万
葉
歌
人
自
身
が
眼
前
の
住
吉
津
の
情
景
を
詠
ん
だ
歌

が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
驚
き
だ
っ
た
。
や
は
り
、「
住
吉
の
御
津
」
は
、
淀
川
河
口
部

に
展
開
し
て
い
た
国
家
津
と
み
る
ほ
か
は
な
く
、
そ
れ
が
難
波
津
と
汎
称
さ
れ
、
万
葉

歌
が
詠
ま
れ
た
時
代
に
は
そ
の
公
称
が
定
着
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
天
平
勝
宝

ス
ミ
ノ
エ
と
し
て
い
る
。
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
古
墳
時
代
か
ら
古
代

に
か
け
て
上
町
台
地
は
西
側
が
大
阪
湾
、
東
側
が
河
内
湖
で
、
北
側
は
五
世
紀
以
降
に

は
倭
王
権
の
基
幹
港
が
整
備
さ
れ
て
い
た
。
い
う
な
れ
ば
、陸
続
す
る
南
側
を
除
い
て
、

水
域
に
囲
ま
れ
て
い
た
広
大
な
地
域
で
あ
り
、な
ぜ
に
場
所
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い「
ス

ミ
ノ
エ
の
［
岸
］」、「
ス
ミ
ノ
エ
の
［
浜
］」
が
住
吉
区
に
集
中
的
に
比
定
さ
れ
る
の
か
、

不
自
然
で
、
合
点
が
い
か
な
い
。
多
分
に
、
住
吉
大
社
の
西
浜
に
住
吉
津
が
あ
っ
た
と

の
予
断
が
作
用
し
て
い
る
よ
う
で
、
そ
の
延
長
線
上
で
、
万
葉
歌
に
詠
わ
れ
た
「
ス
ミ

ノ
エ
」を
広
義
に
捉
え
る
視
点
が
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
無
論
、

狭
義
の
住
吉
大
社
の
西
浜
の
ラ
グ
ー
ン
に
得
名
津
（
榎
津
）
の
よ
う
な
舟
泊
り
の
存
在

ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、『
記
紀
』
や
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
記
さ
れ
る

よ
う
な
倭
王
権
の
基
幹
を
担
う
ほ
ど
の
大
規
模
な
港
津
は
な
か
っ
た
と
推
断
す
る
。

つ
ぎ
に
第
三
群
で
注
意
を
惹
く
の
は
、
歌
2
6
4
6
の
「
津
守
」
で
、

住
吉
の
　
津
守
網
引
の
　
泛
子
の
緒
の
　
浮
れ
か
行
か
む
　
恋
ひ
つ
つ
あ
ら
ず

と
あ
る
。
歌
意
は
「
住
吉
に
あ
る
津
（
港
）
の
番
人
が
す
る
網
引
の
ウ
キ
（
泛
子
）
の

緒
の
よ
う
に
、
浮
い
て
漂
っ
て
い
こ
う
か
。
恋
に
苦
し
ん
で
い
ず
に
。」
で
、
筆
者
の

理
解
で
は
、
広
義
の
ス
ミ
ノ
エ
に
あ
る
津
（
港
）
の
番
人
の
所
作
を
な
ぞ
っ
た
恋
歌
と

な
る
。
こ
の
歌
の
津
が
何
処
か
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
よ
し
ん
ば
住
吉
津
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
長
歌
4
2
4
5
の
「
住
吉
の
御
津
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

第
四
群
は
ス
ミ
ノ
エ
が
神
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
三
首
と
も
表
現
の
仕
方
が
違
う

が
、い
ず
れ
も
ス
ミ
ノ
エ
と
神
名
が
あ
わ
さ
っ
て
住
吉
大
神
の
こ
と
を
指
す
。
た
だ
し
、

第
一
、
第
二
群
に
示
し
た
ご
と
く
、
そ
の
根
源
を
糺
せ
ば
、
広
義
の
ス
ミ
ノ
エ
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
い
つ
し
か
『
神
代
紀
』
第
五
段
一
書
六
に
み
え
る
底
筒
男
命
・
中
筒
男
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二
（
七
五
〇
）
年
二
月
の
百
首
を
超
え
る
「
筑
紫
に
遣
わ
さ
る
る
諸
国
の
防
人
の
歌
」

シ
リ
ー
ズ
の
な
か
に
は
、
大
伴
家
持
の
長
歌
4
3
6
0
の

（
略
）
四
方
の
國
よ
り
　
獻
る
　
貢
の
船
は
　
堀
江
よ
り
　
水
脈
引
き
し
つ
つ
　
朝

凪
ぎ
に
　
楫
引
き
泝
り
　
夕
潮
に
　
棹
さ
し
下
る
（
略
）

が
あ
り
、
ま
た
歌
4
3
6
3
や
4
3
3
0
の

難
波
津
に
　
御
船
下
す
ゑ
　
八
十
楫
貫
き
　
今
は
漕
ぎ
ぬ
と
　
妹
に
告
げ
こ
そ

難
波
津
に
　
装
ひ
装
ひ
て
　
今
日
の
日
や
　
出
で
て
罷
ら
む
　
見
る
母
な
し
に

な
ど
、
難
波
津
の
場
景
、
さ
ら
に
は
防
人
な
ど
当
事
者
の
心
情
を
詠
っ
た
事
例
は
ふ
ん

だ
ん
に
あ
る
。

ち
な
み
に
住
吉
大
社
西
浜
で
の
住
吉
津
不
存
在
の
傍
証
と
し
て
、
大
伴
の
御
津
の
万

葉
歌
を
掲
げ
て
お
こ
う
。
文
武
天
皇
時
代
の
一
連
の
歌
に
、

大
伴
の
　
高
師
の
浜
の
　
松
が
根
を
　
枕
き
寝
れ
ど
　
家
し
偲
は
ゆ
　
置
始
東
人

0
0
6
6

大
伴
の
　
御
津
の
浜
に
あ
る
　
忘
れ
貝
　
家
な
る
妹
を
　
忘
れ
て
思
へ
や
　
身
人
部

王
0
0
6
8

が
二
首
あ
り
、
ま
た
詠
み
人
不
詳
の

大
伴
の
　
三
津
の
浜
辺
を
　
う
ち
曝
し
　
寄
せ
来
る
波
の
　
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も

1
1
5
1

が
あ
る
。
高
師
浜
は
高
石
市
に
遺
称
地
が
あ
り
、
や
は
り
そ
こ
に
現
実
に
津
（
船
泊

り
）
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
さ
き
の
高
市
黒
人
の
歌
0
2
8
3
の
得
名
津
（
榎
津
） 

や
歌

3
0
7
6
の
敷
津
と
同
様
に
、
歌
に
も
詠
ま
れ
よ
う
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
ま
し
て

や
国
家
津
で
あ
る
住
吉
津
の
埠
頭
は
大
伴
津
な
ど
の
諸
津
に
く
ら
べ
て
格
段
に
規
模
が

大
き
い
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
さ
き
の
難
波
津
の
歌
の
よ
う
に
具
体
の
場
景
を
詠
っ

た
も
の
、
あ
る
い
は
公
津
ゆ
え
の
情
感
を
吐
露
し
た
歌
な
ど
が
み
ら
れ
な
い
以
上
、
い

よ
い
よ
住
吉
大
社
西
浜
説
は
怪
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
六
）
住
吉
津
、
難
波
津
の
管
理
豪
族

住
吉
津
と
い
え
ば
、
住
吉
大
社
の
宮
司
を
歴
代
に
わ
た
っ
て
務
め
て
き
た
津
守
氏
が

真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
が
、
実
際
に
は
、
倭
王
権
主
導
の
も
と
に
、
阿
曇
、
難
波
吉
士
、

三
宅
忌
寸
な
ど
、
海
人
や
海
運
、
施
設
管
理
に
か
か
る
多
く
の
豪
族
が
得
意
な
分
野
で

活
躍
し
、
複
合
的
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
豪
族
は
さ
ま
ざ
ま
に
論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
住
吉
津
、
難
波
津
に
か
か
る

主
要
豪
族
と
し
て
、
阿
曇
氏
と
津
守
氏
を
と
り
あ
げ
る
。

ⅰ
） 

阿
曇
氏

『
日
本
書
紀
』
神
代
上
第
五
段
一
書
第
六
第
四
段
に
黄
泉
国
か
ら
還
っ
た
伊
弉
諾
神

が
筑
紫
の
日
向
の
川
の
落
ち
口
の
檍
原
で
一
連
の
禊
除
い
の
記
事
が
あ
り
、
八
十
枉
津

日
神
ら
三
神
の
誕
生
に
続
い
て
、

又
海
の
底
に
沈
き
濯
ぐ
。
因
り
て
生
め
る
神
を
、
號
づ
け
て
底
津
少
童
命
と
曰
す
。

次
に
底
筒
男
命
。
又
潮
の
中
に
潛
き
濯
ぐ
。
因
り
て
生
め
る
神
を
、
號
け
て
中
津
少
童

命
と
曰
す
。
次
に
中
筒
男
命
。
又
潮
の
上
に
浮
き
濯
ぐ
、
因
り
て
生
め
る
神
を
、
號
け

て
表
津
少
童
命
と
曰
す
。
次
に
表
筒
男
命
。
凡
て
九
の
神
有
す
。
其
の
底
筒
男
命
・
中

筒
男
命
・
表
筒
男
命
は
、
是
卽
ち
住
吉
大
神
な
り
。
底
津
少
童
命
・
中
津
少
童
命
・
表

津
少
童
命
は
、
是
阿
曇
連
等
が
所
祭
る
神
な
り
。

と
あ
り
、
阿
曇
連
等
が
祀
る
底
津
少
童
命
以
下
の
三
神
と
住
吉
大
神
で
あ
る
底
筒
男
命
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阿
曇
目
と
曰
ふ
。

を
あ
げ
よ
う
。
と
も
に
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
に
阿
曇
連
浜
子
が
加
担
し
た
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
罪
が
死
に
相
当
す
る
も
、
免
じ
て
墨
刑
に
処
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も

と
よ
り
伝
承
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
阿
曇
連
が
淡
路
の
野
嶋
の
海
人
で
あ
っ

た
と
す
る
内
容
は
、
前
掲
の
、
阿
曇
連
大
浜
が
海
人
の
統
率
者
に
な
っ
た
記
事
と
整
合

性
が
あ
り
、
あ
わ
せ
て
阿
曇
連
の
根
拠
地
に
つ
い
て
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
そ
も
そ

も
阿
曇
氏
の
本
貫
地
は
淡
路
や
摂
津
と
み
る
見
方
が
有
力
で
、
孝
徳
朝
に
降
る
が
、
阿

曇
連
百
足
等
が
居
た
と
さ
れ
る
難
波
浦
上
（
阿
曇
江
の
遺
称
地
）
の
地
名
が
『
播
磨
風

土
記
』
に
も
み
え
る
。
ほ
か
に
筑
前
国
糟
屋
郡
阿
曇
郷
も
顧
慮
さ
れ
る
が
、
筑
前
国
風

土
記
の
当
該
部
分
は
『
神
功
紀
』
の
新
羅
征
討
記
事
の
反
映
が
色
濃
く
、
本
拠
と
は
な

り
え
な
い
と
い
う
。

『
履
中
元
年
紀
』
の
阿
曇
連
浜
子
の
記
事
に
関
し
て
、
阿
曇
目
の
謂
れ
に
注
目
す
る
。

ま
さ
に
墨
刑
と
し
て
黥
面
に
処
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
実
際
を
知
る
考
古
資
料
に
黥
面

人
物
埴
輪
が
あ
る
。
伊
藤
純
の
分
類
案
（
19
）
に
、
顔
の
髭
部
分
の
刻
線
は
除
外
し
、
黥

面
箇
所
を
よ
り
限
定
的
に
捉
え
る
筆
者
の
見
解
（
20
）
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
れ
は
鼻
か
ら

両
頬
に
か
け
て
と
額
に
刻
む
資
料
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
か
で
も
畿
内
及
び
そ
の
周
辺

地
域
に
あ
る
け
っ
し
て
大
規
模
で
な
い
古
墳
か
ら
の
出
土
が
目
立
ち
、
時
期
的
に
は
五

世
紀
の
後
半
に
盛
行
し
、
一
部
六
世
紀
前
半
ま
で
の
こ
る
。
い
ま
黥
面
人
物
埴
輪
に
つ

い
て
は
こ
れ
以
上
に
掘
り
下
げ
な
い
が
、
記
紀
に
は
阿
曇
目
以
外
に
も
、
罰
と
し
て
刻

む
事
例
が
あ
る
ほ
か
、
猪
飼
部
や
馬
飼
部
が
習
俗
と
し
て
刻
ん
で
い
た
事
例
な
ど
が
み

ら
れ
る
（
21
）
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
五
世
紀
に
お
け
る
阿
曇
氏
の
畿
内
地
域
、
ひ
い
て
は

淀
川
河
口
部
で
の
活
動
実
績
に
対
し
、
六
世
紀
以
降
の
凋
落
ぶ
り
が
阿
曇
目
伝
承
に
暗

以
下
の
三
神
が
同
根
の
セ
ッ
ト
と
し
て
、
き
わ
め
て
親
縁
性
が
高
い
こ
と
を
記
し
て
い

る
。
た
だ
し
阿
曇
連
が
祀
る
三
神
は
ワ
タ
ツ
ミ
の
神
で
あ
る
の
に
対
し
、
住
吉
大
神
の

三
神
は
海
中
で
の
深
浅
と
筒
男
の
組
み
合
わ
せ
で
、筒
は
「
つ
（
津
）」
と
助
詞
の
「
つ
」

を
意
味
し
、「
筒
男
命
」
は
「
津
の
男
神
」
（
18
）
だ
と
い
う
。
す
な
わ
ち
少
童
命
の
三
神

は
明
確
な
海
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
一
方
で
、
筒
男
命
は
単
に
津
に
関
わ
る
神
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
ど
ち
ら
も
海
運
や
港
津
に
か
か
わ
る
神
と
し
て
の
立
ち
位
置
は
か
わ

ら
な
い
も
の
の
、
筆
者
は
少
童
命
三
神
の
方
に
、
よ
り
根
源
的
な
意
味
合
い
を
感
じ
る
。

こ
こ
で
は
阿
曇
連
が
祀
る
少
童
命
三
神
が
住
吉
大
神
と
通
底
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

し
、長
柄
船
瀬
ひ
い
て
は
「
住
吉
の
大
津
」
と
の
関
連
性
を
強
く
示
唆
し
て
お
き
た
い
。

つ
い
で
注
目
す
る
の
は
、『
応
神
三
年
紀
』
の

処
処
の
海
人
、
訕さ
ば

哤め

き
て
命
に
従
は
ず
。（
略
）
則
ち
阿
曇
連
の
祖
大
浜
宿
禰
を
遣

し
て
、
其
の
訕
哤
を
平
ぐ
。
因
り
て
海
人
の
宰
と
す

で
、
阿
曇
連
大
浜
が
海
人
の
統
率
者
と
な
っ
た
記
事
で
あ
る
。
年
代
も
含
め
、
事
実
か

ど
う
か
は
措
く
と
し
て
、さ
き
の
少
童
命
三
神
を
奉
斎
す
る
状
況
と
勘
案
す
る
こ
と
で
、

阿
曇
連
の
職
掌
が
海
運
や
港
津
の
管
理
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
強
く
う
か
が
わ
れ
る
。
関

連
す
る
記
事
と
し
て
、『
履
中
即
位
前
紀
』
を
抜
き
書
き
し
た

淡
路
の
野
嶋
の
海
人
な
り
。
阿
曇
連
浜
子
、（
略
）［
住
吉
］
仲
皇
子
の
為
に
太
子
を

追
は
し
む

と
、
直
続
す
る
『
履
中
元
年
紀
』
の

阿
雲
連
浜
子
を
召
し
て
、
詔
し
て
曰
は
く
、「
汝
、
仲
皇
子
と
共
に
逆
ふ
る
こ
と
を

謀
り
て
、
国
家
を
傾
む
と
す
。
罪
、
死
に
当
れ
り
。
然
る
に
大
き
な
る
恩
を
垂
れ
た
ま

ひ
て
、死
を
免
し
て
墨
に
科
す
」
と
の
た
ま
ひ
て
、即
日
に
黥
む
。
此
に
因
り
て
、時
人
、
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示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
い
。
そ
れ
は
住
吉
津
の
管
理
運
営
の
主
体
を
担
っ
て
い
た
立

場
か
ら
の
撤
退
を
意
味
し
、
こ
こ
に
先
述
し
た
法
円
坂
倉
庫
群
の
廃
絶
時
期
を
考
え
合

わ
せ
る
と
、
も
と
も
と
倉
庫
群
は
阿
曇
氏
が
所
管
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ⅱ
） 

津
守
氏

津
守
氏
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
港
津
管
理
者
と
し
て
の
負
名
氏
で
あ
り
、
住
吉
津
や

難
波
津
の
管
理
者
と
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
適
っ
た
字
義
は
な
い
。
そ
の
分
布
も
大
阪
湾
岸

の
住
吉
郡
、
西
成
郡
、
菟
原
郡
、
武
庫
郡
津
門
郷
の
ほ
か
、
全
国
各
地
の
港
津
地
域
を

中
心
に
み
ら
れ
る
（
22
）
。

『
神
功
紀
』
摂
政
前
紀
（
仲
哀
天
皇
九
年
十
二
月
）
の
新
羅
征
討
後
に
、
住
吉
三
神

の
荒
魂
を
穴
門
山
田
邑
に
祀
れ
と
の
託
宣
に
つ
づ
い
て
、

時
に
穴
門
直
の
祖
践
立
・
津
守
連
の
祖
田
裳
見
宿
禰
、
皇
后
に
啓
し
て
曰
さ
く
、「
神

の
居
し
ま
さ
欲
し
く
し
た
ま
ふ
地
を
ば
、
必
ず
奉
る
べ
し
」
と
ま
う
す
。

の
記
事
が
み
え
、
津
守
氏
の
氏
祖
と
し
て
の
田
裳
見
宿
禰
が
記
さ
れ
て
い
る
。
記
事
自

体
は
前
述
し
た
『
神
功
紀
』
摂
政
元
年
二
月
条
の
、
住
吉
三
神
の
和
魂
の
鎮
ま
る
地
を

大
津
の
渟
中
倉
の
長
峡
と
す
る
託
宣
に
つ
な
が
る
わ
け
だ
が
、
津
守
氏
が
一
族
と
し
て

顕
在
化
す
る
の
は
、
こ
の
氏
祖
伝
承
を
除
け
ば
、
欽
明
紀
の
任
那
復
興
関
連
記
事
に
、

天
皇
の
使
い
と
し
て
し
ば
し
ば
登
場
す
る
津
守
連
（
己
麻
奴
跪
、『
百
済
本
記
』
に
も
）

以
降
で
、
そ
れ
も
け
っ
し
て
雄
族
と
し
て
の
位
置
付
け
で
は
な
い
。

そ
の
一
方
で
、
津
守
氏
と
住
吉
神
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、『
神
代
記
』
に
住
吉
神

の
子
神
の
一
つ
に
津
守
安
必
登
神
が
あ
り
、
こ
の
神
は
『
延
喜
式
』
神
名
帳
の
住
吉
郡

に
あ
る
大
海
神
社
に
注
記
さ
れ
て
い
る
津
守
氏
（
安
）
人
神
の
こ
と
で
、
津
守
氏
が
奉

斎
す
る
海
神
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
住
吉
津
を
護
る
海
神
と
し
て
、
さ
き
の

阿
曇
氏
が
祀
る
少
童
三
神
が
住
吉
大
神
と
明
確
に
対
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、『
神

代
記
』
の
津
守
安
必
登
神
は
阿
曇
氏
の
海
神
に
と
っ
て
代
わ
る
か
た
ち
で
大
海
神
社
に

架
上
さ
れ
た
感
が
否
め
な
い
。
同
じ
く
『
神
代
記
』
所
載
の
手
槎
足
尼
（
田
裳
見
宿
禰
）

が
己
が
家
舎
地
等
を
以
て
、
大
神
に
寄
さ
し
奉
ら
む

と
し
て
、住
吉
大
神
の
鎮
座
地
を
提
供
し
た
と
す
る
伝
承
と
も
通
底
す
る
よ
う
で
あ
る
。

津
守
氏
の
住
吉
神
奉
斎
に
つ
い
て
、
古
市
晃
は
神
功
皇
后
伝
承
の
成
立
期
の
上
限
か

ら
六
世
紀
以
降
と
認
識
す
る
な
か
で
、
息
長
氏
ら
と
結
び
つ
い
た
津
守
氏
が
「
継
体
の

倭
王
権
中
枢
へ
の
進
出
に
と
も
な
っ
て
興
隆
し
た
」
と
み
て
い
る
。
お
よ
そ
五
世
紀
代

に
住
吉
津
を
差
配
す
る
豪
族
と
し
て
海
人
集
団
の
阿
曇
氏
を
充
て
る
筆
者
に
と
っ
て
も

首
肯
し
う
る
、
妥
当
な
見
解
（
23
）
と
み
る
。
い
ま
五
～
六
世
紀
の
住
吉
津
な
い
し
難
波

津
の
主
担
豪
族
の
変
移
を
阿
曇
氏
か
ら
津
守
氏
の
交
代
劇
と
し
て
俯
瞰
す
る
と
、
雄
略

期
か
ら
継
体
朝
に
か
け
て
大
型
倉
庫
群
の
廃
絶
や
難
波
館
の
建
設
な
ど
の
再
整
備
を
含

む
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
の
ち
に
再
考
し
た
い
。

三
　
瀬
戸
内
の
中
継
港
・
鞆
と
大
山
積
神
の
遷
座

（
一
）
瀬
戸
内
航
路
の
難
所
・
芸
予
諸
島

数
あ
る
古
代
瀬
戸
内
の
中
継
港
の
な
か
で
、
鞆
の
浦
は
随
一
の
港
津
と
し
て
夙
に
知

ら
れ
て
い
る
。
鞆
が
「
汐
待
の
港
」
と
呼
ば
れ
る
由
縁
は
、
東
端
の
紀
伊
水
道
と
西
端

の
豊
後
水
道
か
ら
の
潮
の
満
ち
引
き
の
際
、
中
間
地
点
に
あ
た
る
鞆
付
近
が
潮
の
境
目

に
な
る
こ
と
か
ら
、
潮
流
を
上
手
く
用
い
れ
ば
、
瀬
戸
内
航
路
の
東
西
通
行
に
と
っ
て
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大
山
積
大
神
を
祀
る
大
山
祇
神
社
は
、
芸
予
諸
島
の
直
中
に
浮
か
ぶ
大
三
島
に
鎮
座

し
て
お
り
、
ま
ず
は
そ
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、
瀬
戸
内
の

沿
岸
航
路
に
展
開
す
る
港
津
の
近
傍
に
は
、
し
ば
し
ば
大
形
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
、
大
三
島
に
は
さ
し
た
る
古
墳
は
み
ら
れ
ず
（
25
）
、
ま
た
地
元
の
海
人
ら
が

近
隣
海
域
で
の
安
全
航
海
を
期
し
た
祀
り
の
痕
跡
、
い
わ
ゆ
る
祭
祀
遺
跡
も
顕
著
で

な
い
（
26
）
。
換
言
す
れ
ば
、
有
力
な
豪
族
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
、
地
元
に
頼
ら
な
い
、

あ
る
い
は
関
わ
ら
な
い
か
た
ち
で
、
国
家
神
で
あ
る
大
山
積
神
を
唐
突
に
祀
る
こ
と
に

な
り
、
そ
こ
に
は
倭
王
権
の
一
方
的
、
直
接
的
な
関
与
が
読
み
取
れ
る
。
大
山
祇
神
社

の
社
伝
に
い
う
小
千
命
の
勧
請
譚
は
措
く
と
し
て
、
ま
ず
は
『
釈
日
本
紀
』
巻
七
、『
伊

予
国
風
土
記
』（
逸
文
）
の
「
御
嶋
」
項
に
つ
い
て
、
逸
文
ゆ
え
の
揺
ら
ぎ
も
押
さ
え

つ
つ
み
て
み
る
。
い
わ
く
、

乎
知
の
郡
。
御
嶋
。
坐
す
神
の
御
名
は
大
山
積
の
神
、
一
名
は
和
多
志
の
大
神
な
り
。

是
の
神
は
、
難
波
の
高
津
の
宮
に
御
宇
し
め
し
し
天
皇
の
御
世
に
顕
れ
ま
し
き
。
此
神
、

百
済
の
國
よ
り
渡
り
来
ま
し
て
、 

津
の
國
の
御
嶋
に
坐
し
き
。
御
嶋
と
謂
う
は
津
の
國

の
御
嶋
の
名
な
り
。

と
あ
り
、
大
意
は
「
乎
知
郡
の
御
嶋
に
鎮
座
す
る
大
山
積
神
は
、
仁
徳
天
皇
の
御
世
に

現
れ
た
。
こ
の
神
、も
と
は
百
済
か
ら
渡
っ
て
来
て
摂
津
国
の
御
嶋
に
遷
座
し
て
い
た
」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
和
多
志
の
大
神
」、「
津
の
国
の
御
嶋
」、「
百
済
」

な
ど
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
さ
ら
に
読
み
解
い
て
み
よ
う
。

大
山
積
神
は『
記
』で
は
、伊
邪
那
岐
命
と
伊
邪
那
美
命
と
の
間
に
生
ま
れ
た
と
さ
れ
、

『
紀
』
で
は
、伊
弉
諾
神
が
火
の
神
、軻
遇
突
智
を
斬
っ
た
際
に
生
ま
れ
た
と
し
て
い
る
。

し
か
る
に
「
御
嶋
」
項
で
は
本
来
、
山
神
で
あ
る
大
山
積
神
が
和
多
志
大
神
と
も
称
さ

甚
だ
都
合
の
良
い
港
だ
っ
た
か
ら
だ
。
古
来
、
畿
内
と
大
宰
府
の
往
還
を
は
じ
め
と
し

て
、
多
く
の
官
人
が
鞆
に
停
泊
し
た
と
い
う
。
例
え
ば
『
万
葉
集
』
巻
三
に
は
大
伴
旅

人
が
天
平
二
（
七
三
〇
）
年
の
大
宰
府
か
ら
の
帰
任
時
、
鞆
の
浦
に
て
亡
き
妻
を
偲
ん

で
詠
ん
だ
歌
が
三
首
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
首
0
4
4
6
が
、

我
妹
子
が
　
見
し
鞆
の
浦
の
　
む
ろ
の
木
は
　
常
世
に
あ
れ
ど
　
見
し
人
そ
な
き

で
あ
る
。
冒
頭
の
児
島
娘
子
を
偲
ん
で
応
え
た
歌
0
9
6
7
と
裏
腹
な
感
じ
が
し
な

い
で
も
な
い
が
、
旅
人
の
多
感
な
一
面
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
瀬
戸
内
航
路
に
つ
い
て
、
第
一
の
難
所
は
な
ん
と
い
っ
て
も
芸
予
諸
島

で
あ
り
、
そ
の
島
合
い
を
大
型
船
で
無
事
に
通
過
す
る
に
は
、
動
力
船
の
現
在
で
も
難

儀
な
操
船
を
強
い
ら
れ
る
と
い
う
。
鞆
の
浦
は
芸
予
諸
島
の
北
東
部
に
あ
た
り
、
そ
こ

か
ら
西
に
向
か
う
船
の
多
く
は
陸
地
に
沿
っ
て
尾
道
水
道
を
抜
け
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
一
方
、
芸
予
諸
島
の
南
端
に
は
来
島
海
峡
が
あ
り
、
四
国
の
北
岸
伝
い
の
ル
ー
ト

を
利
用
す
る
船
が
通
行
し
た
。
お
よ
そ
古
墳
時
代
の
瀬
戸
内
航
路
の
北
岸
航
路
（
北

路
）
と
南
岸
航
路
（
南
路
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
が
沿
岸
の

古
墳
分
布
を
手
掛
か
り
に
復
元
し
て
い
る
。
早
く
に
間
壁
忠
彦
は
瀬
戸
内
全
域
を
見
通

す
な
か
で
、
各
地
の
大
型
古
墳
を
総
覧
し
、
北
路
と
南
路
を
追
究
、
成
果
を
あ
げ
て
い

る
（
24
）
。
芸
予
諸
島
部
の
北
路
で
は
、
備
後
松
永
湾
を
見
下
ろ
す
大
元
山
古
墳
、
黒
崎

山
古
墳
、
南
路
で
は
伊
予
今
治
に
相
の
谷
一
・
二
号
墳
の
築
造
が
み
ら
れ
、
そ
こ
に
は

倭
王
権
の
承
認
の
も
と
に
地
元
豪
族
が
ル
ー
ト
の
安
全
確
保
に
一
役
買
っ
て
い
る
様
子

が
読
み
取
れ
る
。

（
二
） 

大
山
積
神
の
大
三
島
へ
の
遷
座
伝
承
の
背
景
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れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
れ
は
山
神
に
わ
ざ
わ
ざ
海
神
を
併
任
さ
せ
て
い
る

わ
け
で
、
こ
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
御
嶋
（
大
三
島
）
へ
の
遷
座
の
本
来
の
目
的
が
海

の
安
全
航
海
を
期
し
て
い
た
と
読
み
取
れ
る
。
ま
た
仁
徳
天
皇
の
時
代
、
倭
王
権
が
奉

斎
す
る
海
神
の
首
座
は
、
住
吉
津
や
難
波
津
を
加
護
す
る
住
吉
大
神
で
あ
り
、
ど
う
し

て
大
山
積
神
に
海
神
の
役
割
を
付
与
し
て
ま
で
遷
座
さ
せ
て
い
る
の
か
、
解
せ
な
い
。

和
銅
六
（
七
一
三
）
年
に
官
命
に
よ
っ
て
は
じ
ま
っ
た
風
土
記
編
纂
事
業
は
、
国
毎

に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
も
の
の
、
お
よ
そ
数
年
～
二
十
数
年
を
か
け
て
完
成
を
み
た
。
こ

れ
に
先
立
つ
国
書
の
『
古
事
記
』
は
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
、『
日
本
書
紀
』
は
養
老

四
（
七
二
〇
）
年
に
完
成
し
て
お
り
、
両
書
に
は
高
津
宮
に
居
た
仁
徳
天
皇
の
事
績
、

と
り
わ
け
住
吉
津
整
備
に
か
か
わ
る
一
連
の
土
木
工
事
が
は
な
ば
な
し
く
記
述
さ
れ
、

倭
王
権
の
瀬
戸
内
海
運
の
基
点
が
確
立
し
て
い
く
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。思
う
に
、

『
伊
予
国
風
土
記
』
の
撰
述
、
な
か
で
も
瀬
戸
内
航
路
の
安
全
航
海
に
か
か
わ
る
御
島

や
大
山
積
神
の
記
述
に
あ
た
っ
て
、
仁
徳
記
な
ど
に
肖
る
か
た
ち
で
架
上
、
あ
る
い
は

逸
文
と
し
て
収
録
す
る
際
に
加
除
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
と
き
、
こ
の
大
山
積
神
の
遷
座
伝
承
は
い
っ
た
い
い
つ
の
時
期
を
想
定
す

る
の
か
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
は
、「
津
の
国
の
御
島
」
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
。
す

な
わ
ち
淀
川
右
岸
地
域
、
律
令
時
代
の
摂
津
国
の
北
東
部
に
あ
る
島
上
郡
と
島
下
郡
が

該
当
す
る
。
こ
の
両
郡
は
大
宝
令
施
行
時
の
分
郡
直
後
は
そ
れ
ぞ
れ
三
島
上
郡
と
三
島

下
郡
と
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
も
と
は
飛
鳥
時
代
の
三
島
評
を
母
胎
と
す
る
。
古
墳
時

代
、こ
の
三
島
地
域
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
最
も
大
き
な
事
績
を
残
し
た
の
は
継
体
天
皇
で
、

そ
の
御
陵
が
藍
野
（
富
田
台
地
）
の
中
心
部
に
築
造
さ
れ
た
今
城
塚
古
墳
で
あ
る
こ
と

は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。『
伊
予
国
風
土
記
』逸
文
で
は
摂
津
の
三
島
を
御
島
と
美（
敬
）

称
を
冠
し
て
表
記
し
て
い
る
が
、「
御
」
の
文
言
は
万
葉
集
な
ど
に
み
ら
れ
る
御
熊
野
、

御
吉
野
な
ど
と
同
じ
く
、
倭
王
権
の
拠
点
、
祭
祀
、
軍
事
な
ど
の
重
要
地
を
指
す
の
が

し
ば
し
ば
で
あ
る
。津
の
国
の
御
島
は
継
体
天
皇
の
事
績
を
反
映
し
て
い
れ
ば
こ
そ
の
、

呼
称
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
か
つ
て
御
嶋
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
地
域
名
を
、
飛
鳥
時

代
以
降
、
三
島
と
表
記
し
た
み
る
方
が
、
適
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
三
）「
磐
井
の
乱
」
時
の
大
輸
送
船
団
の
派
遣
と
大
山
積
神
の
奉
斎

前
項
で
、
大
山
積
神
の
御
嶋
（
大
三
島
）
へ
の
遷
座
が
継
体
期
の
伝
承
を
下
敷
き
と

し
て
記
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
芸
予
諸
島
中

心
部
で
の
海
神
鎮
座
の
背
景
を
探
っ
た
と
き
、
す
ぐ
さ
ま
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
継
体

二
十
一
年
の
南
加
羅
・
㖨
己
呑
の
回
復
を
期
し
て
任
那
に
向
け
た
六
万
の
倭
王
権
軍
の

派
兵
で
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
同
二
十
三
年
に
磐
井
の
乱
が
勃
発
し
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
六
万
が
実
数
か
ど
う
か
は
俄
か
に
判
断
で
き
な
い
が
、
古
代

史
上
、
最
大
の
派
遣
規
模
だ
っ
た
、
と
の
認
識
は
書
紀
編
者
の
共
有
す
る
思
い
だ
っ
た

の
は
間
違
い
な
い
。

以
前
に
、
今
城
塚
古
墳
の
幾
多
の
円
筒
埴
輪
か
ら
大
量
に
み
つ
か
っ
た
二
本
マ
ス
ト

の
停
泊
船
の
船
絵
資
料
と
欽
明
紀
十
五
（
五
五
四
）
年
条
の
百
済
へ
の
派
遣
船
団
の
規

模
「
助
軍
數
一
千
･
馬
一
百
匹
･
船
四
十
隻
」
の
分
析
か
ら
、
倭
王
権
直
属
の
輸
送

船
の
規
模
を
少
な
く
と
も
水
主
を
含
め
て
五
〇
～
六
〇
人
が
乗
り
込
め
る
手
漕
ぎ
併
用

の
帆
船
と
考
定
、
一
隻
あ
た
り
の
積
載
量
は
装
備
な
ど
も
含
め
、
一
〇
t
級
と
復
元

し
た
（
27
）
。
司
令
官
の
近
江
毛
野
臣
は
、
厖
大
な
兵
員
を
輸
送
す
る
た
め
大
船
団
を
編

成
し
、
一
路
、
瀬
戸
内
を
九
州
に
む
け
て
進
発
さ
せ
る
わ
け
だ
が
、
従
前
の
北
路
と
南

61



こ
れ
ま
で
『
伊
予
国
風
土
記
』
の
「
御
嶋
」
項
の
大
山
積
神
の
遷
座
に
つ
い
て
、
継

体
期
の
磐
井
の
乱
に
先
立
つ
大
船
団
の
瀬
戸
内
航
行
、
と
り
わ
け
芸
予
諸
島
の
乗
り

切
り
の
安
全
を
期
し
た
と
推
定
し
て
き
た
。
そ
こ
で
い
ま
ひ
と
つ
「
御
嶋
」
項
で
注

意
す
る
の
は
、
大
山
積
神
が
百
済
国
か
ら
渡
り
来
て
、
摂
津
の
御
島
（
三
島
） 

に
坐
し

た
、
と
の
件
で
あ
る
。
唐
突
に
百
済
出
自
譚
が
で
て
く
る
あ
た
り
、
こ
の
大
山
積
神
に

瀬
戸
内
航
路
の
安
全
を
期
す
だ
け
で
な
く
、
百
済
方
面
へ
の
無
事
の
渡
海
を
願
っ
て
い

る
よ
う
に
も
み
え
る
。
か
の
隅
田
八
幡
神
社
人
物
画
像
鏡
の
銘
文
に
あ
る
、
癸
未
年
を

五
〇
三
年
、
斯
麻
を
武
寧
王
と
し
、
男
弟
王
を
継
体
と
す
る
私
見
（
30
）
は
、
両
者
の
蜜

月
を
顕
示
し
た
資
料
と
の
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
書
紀
に
よ
る
と
継
体
は
百

済
へ
の
軍
事
支
援
も
し
ば
し
ば
で
、
一
方
の
磐
井
は
新
羅
の
唆
し
の
も
と
に
王
権
軍
と

敵
対
し
た
と
す
る
構
図
が
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
や
は
り
『
伊
予
国

風
土
記
』
の
「
御
嶋
」
項
に
記
さ
れ
た
、
百
済
か
ら
摂
津
御
嶋
（
三
島
）
を
経
て
、
最

終
的
に
大
三
島
へ
遷
座
し
た
と
す
る
大
山
積
神
の
遷
移
譚
は
、
継
体
期
の
軍
事
、
外
交

事
績
に
沿
っ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

四
　
倭
王
権
と
宗
像
神
祭
祀

（
一
）
倭
王
権
と
宗
像
神

北
九
州
東
北
部
の
一
画
、
宗
像
と
そ
の
周
辺
地
域
は
、
古
代
、
宗
像
氏
が
盤
踞
し
、

響
灘
西
部
か
ら
玄
界
灘
を
領
域
と
す
る
海
人
族
と
し
て
活
動
し
て
い
た
。
奥
津
城
と
し

て
は
四
世
紀
後
半
の
東
郷
高
塚
古
墳
を
は
じ
め
、
上
高
宮
古
墳
、
勝
浦
峯
ノ
畑
古
墳
の

系
列
、
前
方
後
円
墳
五
基
・
円
墳
三
十
五
基
・
方
墳
一
基
か
ら
な
る
新
原
・
奴
山
古
墳

路
の
沿
岸
航
行
に
く
わ
え
て
、
芸
予
諸
島
の
中
心
部
を
一
気
に
突
っ
切
る
航
路
も
選
択

さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
芸
予
諸
島
の
中
央
部
に
あ
っ
て
北
路
と
南
路
を
見
据
え
ら
れ
る

大
三
島
へ
、
あ
た
か
も
落
下
傘
の
よ
う
に
舞
い
降
り
た
と
も
い
え
る
大
山
積
神
の
遷
座

譚
は
、
ま
さ
に
倭
王
権
の
大
船
団
の
安
全
通
行
の
祈
願
に
端
を
発
す
る
ゆ
え
の
伝
承

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
遷
座
当
初
に
地
元
豪
族
の
関
与
が
う
か
が
え
な
い
の
も
納
得
が
い

く
。さ

て
継
体
期
の
大
船
団
編
成
に
つ
い
て
、
い
ま
ひ
と
つ
、
催
馬
楽
『
難
波
海
』
を
と

り
あ
げ
よ
う
。

難
波
海 

難
波
海 

漕
ぎ
も
て
の
ぼ
る 

小
舟
大
舟 

筑
紫
津
ま
で
に 

い
ま
少
い
の
ぼ
れ 

山
崎
ま
で
に

が
そ
れ
で
、
淀
川
河
口
部
の
難
波
海
か
ら
川
を
漕
ぎ
の
ぼ
る
大
小
の
舟
が
筑
紫
津
に
、

さ
ら
に
遡
れ
ば
山
崎
に
い
た
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
る
。
歌
自
体
は
平
安
時
代
の

作
だ
が
、
古
代
の
淀
川
筋
に
筑
紫
の
名
を
冠
し
た
河
津
の
あ
っ
た
こ
と
が
詠
わ
れ
て
い

て
、
大
変
興
味
深
い
（
28
）
。
し
か
も
、
こ
の
筑
紫
津
は
山
崎
の
少
し
下
流
に
あ
っ
た
と

い
う
か
ら
、
淀
川
縁
の
梶
（
楫
）
原
か
ら
前
島
、
三
島
江
（
い
ず
れ
も
高
槻
市
）
あ
た

り
の
浜
が
ふ
さ
わ
し
い
。
い
ま
催
馬
楽
の
筑
紫
津
そ
の
も
の
を
直
截
に
継
体
期
ま
で
ひ

き
あ
げ
て
は
考
え
な
い
に
し
て
も
、
淀
川
中
流
域
に
九
州
と
往
還
す
る
船
が
停
泊
し
て

い
た
河
港
が
あ
っ
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
筆
者
は
そ
の
端
緒
を
継
体
期
に
倭
王
権
が

仕
掛
け
た
「
磐
井
戦
争
」
に
対
処
す
る
淀
川
筋
の
河
津
整
備
の
一
環
だ
っ
た
と
推
定
し
、

仁
徳
紀
に
記
さ
れ
た
茨
田
堤
や
堀
江
の
開
削
に
次
ぐ
、「
継
体
大
王
に
よ
る
淀
川
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
」
と
呼
ん
で
い
る
（
29
）
。
そ
れ
は
大
規
模
と
は
い
え
、
河
口
部
の
難
波
津
だ

け
で
は
大
船
団
の
編
成
に
対
応
で
き
な
か
っ
た
た
め
と
み
る
。

62



群
（
五
～
六
世
紀
）、
さ
ら
に
は
長
大
な
横
穴
式
石
室
を
も
つ
宮
地
嶽
古
墳
（
七
世
紀
）

な
ど
、
宗
像
・
津
屋
崎
地
域
に
系
譜
を
違
え
つ
つ
も
、
連
綿
と
造
営
さ
れ
た
諸
古
墳
が

あ
げ
ら
れ
る
。
宗
像
氏
が
奉
斎
す
る
宗
像
三
女
神
（
田
心
姫
神
、
湍
津
姫
神
、
市
杵
島

姫
神
）
は
、
記
紀
神
話
に
お
い
て
、
天
照
大
神
と
素
戔
嗚
尊
の
誓
約
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
と
さ
れ
、現
在
は
そ
れ
ぞ
れ
沖
津
宮
（
沖
ノ
島
）、中
津
宮
（
筑
前
大
島
）、辺
津
宮
（
田

島
）
に
鎮
ま
っ
て
い
る
。

古
代
以
来
の
宗
像
信
仰
に
さ
さ
え
ら
れ
た
対
外
交
流
の
歴
史
は
、
三
女
神
の
出
生
譚

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
倭
王
権
と
の
密
接
な
関
わ
り
の
な
か
で
立
ち
上
が
っ
て
き
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
雄
略
紀
』
九
年
二
月
条
に

凡
河
内
香
賜
と
采
女
を
遣
わ
し
て
、
胸
方
神
を
祠
ら
し
め
た
ま
う
。
香
賜
、
既
に
壇

所
に
至
り
て
將
に
事
行
は
む
と
す
る
に
及
り
て
、
其
の
采
女
を
姧
す
。
天
皇
、
聞
し
め

し
て
曰
く
、「
神
を
祠
り
て
福
を
祈
る
こ
と
は
、
慎
ま
ざ
る
べ
け
ん
や
」
と
の
た
ま
ふ
。

乃
ち
難
波
日
鷹
吉
士
を
遣
し
て
誅
さ
し
め
た
ま
ふ
。
時
に
香
賜
、
退
り
逃
げ
亡
せ
て
在

ら
ず
。
天
皇
、
復
弓
削
連
豊
穂
を
遣
し
て
、
普
く
國
郡
縣
に
求
め
て
、
遂
に
三
嶋
郡
の

藍
原
に
し
て
、
執
ら
へ
て
斬
り
つ
。

と
あ
り
、
凡
河
内
香
賜
の
凶
行
を
罰
す
る
か
た
ち
な
が
ら
、
倭
王
権
が
宗
像
神
を
こ
と

さ
ら
祀
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
物
語
的
に
は
、
悪
役
の
香
賜
が
（
摂
津

の
）
三
島
の
藍
原
で
捕
ら
え
ら
れ
て
斬
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
雄
略
期
に
あ
ら

わ
れ
る
藍
原
は
の
ち
の
継
体
期
に
築
造
さ
れ
た
大
王
墓
、
す
な
わ
ち
三
島
藍
野
陵
が
造

営
さ
れ
た
低
位
段
丘
の
富
田
台
地
一
帯
を
指
す
。
筆
者
は
こ
の
台
地
西
半
部
の
一
画
こ

そ
、
安
閑
元
年
紀
に
記
さ
れ
た
三
島
県
主
飯
粒
が
献
上
し
た
と
さ
れ
る
竹
村
（
生
）
屯

倉
の
所
在
地
と
考
え
て
い
る
（
31
）
。
こ
こ
で
も
香
賜
の
同
族
で
あ
る
凡
河
内
味
張
が
良

田
献
上
を
拒
否
し
た
悪
役
と
し
て
登
場
し
、
畏
ま
っ
た
す
え
に
春
秋
に
五
百
人
の
钁
丁

を
差
し
出
し
た
と
す
る
伝
承
地
が
西
五
百
住
、
東
五
百
住
と
い
う
地
名
と
し
て
い
ま
も

台
地
上
に
遺
存
す
る
。
話
が
い
さ
さ
か
宗
像
神
か
ら
逸
れ
た
が
、
香
賜
と
味
張
と
い
う

凡
河
内
氏
の
役
柄
を
通
し
て
、
宗
像
と
畿
内
地
域
、
と
く
に
摂
津
三
島
と
の
つ
な
が
り

が
強
調
、
暗
喩
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

さ
き
の
『
雄
略
紀
』
九
年
二
月
条
に
引
き
続
く
同
年
三
月
条
に
、

天
皇
、
親
ら
新
羅
を
伐
た
む
と
欲
す
。
神
、
天
皇
に
戒
め
て
曰
は
く
、「
な
往
し
そ
」

と
の
た
ま
う

と
あ
る
。
こ
の
神
は
『
日
本
書
紀
通
証
』
に
よ
る
と
胸
方
神
と
さ
れ
、
天
皇
自
身
が
新

羅
へ
出
陣
す
る
の
を
宗
像
神
が
諫
め
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
き
の
二
月
条
以
上
に
、

倭
王
権
と
の
濃
密
な
関
係
が
示
唆
さ
れ
て
い
て
、
宗
像
で
の
神
ま
つ
り
が
玄
界
灘
か
ら

朝
鮮
半
島
南
東
部
へ
の
渡
海
、
さ
ら
に
は
中
国
に
い
た
る
航
路
の
安
全
に
か
か
る
国
家

的
な
祭
祀
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
二
）
解
明
進
む
宗
像
・
沖
ノ
島
祭
祀

宗
像
・
沖
ノ
島
祭
祀
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
昭
和
二
十
九
（
一
九
五
四
）
年
か
ら
同

四
十
六
（
一
九
七
一
）
年
に
い
た
る
三
次
の
沖
ノ
島
の
学
術
調
査
（
32
）
の
成
果
が
随
一
で
、

ほ
か
に
も
七
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
大
島
の
御
嶽
山
、
辺
津
宮
背
後
の
宗
像

山
の
下
高
宮
の
祭
祀
遺
跡
、
さ
ら
に
は
前
記
し
た
宗
像
・
津
屋
崎
地
域
の
諸
古
墳
の
一

連
の
調
査
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
沖
ノ
島
祭
祀
に
つ
い
て
は
岩
上
祭
祀（
四

世
紀
後
半
～
五
世
紀
中
頃
）、
岩
陰
祭
祀
（
五
世
紀
後
半
～
七
世
紀
）、
半
岩
陰
・
半
露

天
祭
祀
（
七
世
紀
後
半
）、
露
天
祭
祀
（
八
・
九
世
紀
）
の
四
段
階
の
変
遷
が
的
確
に
捉
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州
地
方
と
朝
鮮
半
島
南
部
と
の
往
来
は
壱
岐
・
対
馬
を
経
由
す
る
航
路
が
メ
イ
ン
ル
ー

ト
で
、
人
の
み
な
ら
ず
、
物
資
も
情
報
も
行
き
来
し
、
外
交
、
軍
事
の
主
要
路
だ
っ
た
。

小
稿
に
か
か
る
神
功
皇
后
に
よ
る
住
吉
三
神
加
護
の
朝
鮮
出
兵
も
対
馬
（
和
珥
津
）
を

経
由
し
て
い
る
。
時
と
し
て
倭
王
権
は
、
壱
岐
・
対
馬
ル
ー
ト
を
活
用
す
る
の
だ
が
、

宗
像
地
域
の
掌
握
と
宗
像
神
へ
の
排
他
的
と
も
み
ら
れ
る
拘
り
よ
う
と
、
ど
の
よ
う
な

折
り
合
い
が
つ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

察
す
る
に
、
筆
者
は
実
際
の
制
海
権
と
緩
や
か
な
統
治
権
の
違
い
と
認
識
す
る
。
す

な
わ
ち
宗
像
は
倭
王
権
と
蜜
月
な
宗
像
氏
が
継
続
的
に
治
め
、
王
権
側
に
立
脚
す
る

宗
像
三
神
が
海
の
安
全
航
海
を
司
る
と
い
う
、
い
わ
ば
直
轄
地
の
よ
う
な
地
域
だ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
沖
ノ
島
を
含
む
玄
界
灘
東
部
は
宗
像
氏
と
と
も
に
倭
王
権

が
制
海
権
を
握
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
玄
界
灘
西
部
の
諸
津

は
い
ま
だ
地
元
豪
族
の
管
轄
下
に
あ
り
、
そ
の
差
配
は
倭
王
権
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
幾
多
の
朝
鮮
出
兵
は
あ
く
ま
で
も
倭
国
（
時
の
政
権
）
の
軍
事

行
動
と
し
て
、
盟
主
で
あ
る
倭
王
権
の
主
導
に
よ
り
各
地
の
豪
族
が
動
員
徴
発
さ
れ
、

従
軍
す
る
態
勢
ゆ
え
の
壱
岐
・
対
馬
ル
ー
ト
に
よ
る
派
兵
で
あ
っ
て
、
倭
王
権
は
こ
の

ル
ー
ト
の
直
接
的
な
制
海
権
は
十
分
に
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
推
察
す
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
制
海
権
の
な
い
と
こ
ろ
に
港
湾
管
理
や
安
全
航
海
を
直
接
的
に

担
う
海
神
の
祭
祀
権
は
発
生
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
九
州
島
で
の
倭
王
権
の

こ
う
し
た
状
況
（
倭
王
権
の
橋
頭
堡
が
宗
像
地
域
周
辺
）
が
一
変
す
る
出
来
事
が
、
継

体
期
の
磐
井
の
乱
だ
っ
た
。

え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年
に
は
古
代
以
来
の
宗
像
信
仰
に
さ
さ
え
ら
れ
た

対
外
交
流
の
歴
史
が
評
価
さ
れ
、「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
と
し

て
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
こ
の
登
録
に
む
け
た
取
り
組
み
や
登
録
後
の
保
存
活
用

の
な
か
で
、
宗
像
・
沖
ノ
島
祭
祀
の
研
究
は
一
層
深
化
し
、
個
別
の
論
究
も
数
多
く
み

ら
れ
る
（
33
）
。

（
三
）
宗
像
神
と
倭
王
権
の
制
海
権

さ
て
小
稿
で
の
宗
像
神
に
対
す
る
視
点
は
、
倭
王
権
か
ら
み
た
在
り
方
で
あ
る
。
前

述
の
よ
う
に
、
記
紀
神
話
や
伝
承
で
は
倭
王
権
の
関
わ
り
が
明
ら
か
で
あ
り
、
考
古
学

的
に
も
首
肯
で
き
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
沖
ノ
島
の
岩
上
祭
祀
場
で
あ
る
十
七
号
遺

跡
に
奉
献
さ
れ
た
銅
鏡
二
十
一
面
の
う
ち
、
三
角
縁
神
獣
鏡
が
三
面
あ
り
、
そ
の
一
面

が
倭
王
権
の
祭
祀
具
と
し
て
折
り
紙
の
つ
く
仿
製
唐
草
文
帯
三
神
三
獣
鏡
（
十
八
号
鏡
、

四
世
紀
後
半
、
大
阪
・
紫
金
山
古
墳
出
土
鏡
と
同
型
鏡
）
（
34
）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
古

相
の
祭
祀
遺
物
の
内
容
を
み
る
か
ぎ
り
、
宗
像
祭
祀
は
紛
れ
も
な
く
倭
王
権
の
関
与
の

も
と
に
は
じ
ま
っ
た
の
は
疑
い
な
い
。
こ
の
時
期
、
倭
王
権
は
大
和
を
中
心
に
大
き
な

政
治
勢
力
と
な
り
列
島
各
地
に
進
出
、
北
九
州
に
あ
っ
て
は
宗
像
氏
を
取
り
込
み
、
玄

界
灘
東
部
を
望
む
宗
像
地
域
を
橋
頭
堡
と
し
て
、
朝
鮮
半
島
へ
の
独
自
の
足
掛
か
り
を

持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
宗
像
地
域
で
海
神
を

祀
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
倭
王
権
に
か
か
る
祭
祀
物
を
沖

ノ
島
に
奉
献
す
る
ス
タ
イ
ル
は
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
白
石
太
一
郎
（
35
）
ら
多
く
の
先
学
が
説
く
よ
う
に
、
弥
生
時
代
以
来
、
北
九
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五
　
継
体
期
に
お
け

る
倭
王
権
の
九
州
進

出
こ
れ
ま
で
瀬
戸
内
航
路

の
住
吉
三
神
・
大
山
積
神
、

そ
し
て
玄
界
灘
東
部
の
宗

像
三
女
神
に
つ
い
て
、
関

連
事
象
と
と
も
に
、
思
う

と
こ
ろ
を
記
し
て
き
た
。

本
項
で
は
継
体
期
に
焦
点

を
あ
て
、
あ
ら
た
め
て
倭

王
権
の
九
州
進
出
の
動
静

を
う
か
が
っ
て
み
た
い
と

思
う
。

（
一
）
住
吉
三
神
と
そ
の
港

津
（
表
2
上
段
）

倭
王
権
膝
下
の
大
津
は
、

『
記
紀
』
と
『
万
葉
集
』
の

検
討
の
結
果
、
渟
中
倉
長

峡
の
大
津
で
あ
れ
、
住
吉
津
、
難
波
津
で
あ
れ
、
淀
川
の
河
口
部
に
あ
っ
た
と
の
結
論

を
得
た
。
そ
れ
は
ま
た
同
じ
河
口
津
で
、住
吉
の
神
領
内
の
呼
称
で
あ
っ
た
『
神
代
記
』

の
長
柄
船
瀬
も「
遣
唐
使
時
奉
幣
」祝
詞
の
那
我
良
船
居
も
同
然
で
あ
る
。
お
よ
そ『
記

紀
』
と
の
対
応
で
は
、
長
峡
の
大
津
が
神
功
・
応
神
期
、
住
吉
（
墨
之
江
）
津
が
仁
徳

な
い
し
履
中
（
即
位
前
紀
）
期
、
難
波
津
が
雄
略
期
あ
た
り
を
端
緒
に
継
体
期
以
降
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
各
項
目
の
う
ち
、
津
の
所
在
地
が
基
本
的
に
変
わ
ら
ず
継
承

さ
れ
て
い
る
の
は
、
淀
川
河
口
部
の
天
満
砂
州
に
遮
ら
れ
た
ラ
グ
ー
ン
の
主
要
沿
岸
部

が
、
大
規
模
な
河
津
を
整
備
す
る
の
に
最
適
な
場
所
だ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
津
の
設
置
主
体
で
あ
る
倭
王
権
が
不
変
な
の
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

管
理
運
営
氏
族
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
架
上
さ
れ
た
田
裳
見
宿
禰
の
津
守
氏
始
祖
伝

承
は
い
ま
措
く
と
し
て
、
安
曇
氏
か
ら
津
守
氏
へ
の
交
替
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は

豪
族
の
盛
衰
が
背
景
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
両
者
を
相
対
化
し
た
と
き
、
安
曇
氏
に
特
徴

的
に
み
ら
れ
る
鯨
面
（
顔
へ
の
イ
レ
ズ
ミ
）
に
注
目
す
る
。
安
曇
氏
は
も
と
も
と
大
阪

湾
周
辺
に
割
拠
し
て
い
た
海
人
の
集
団
で
、『
記
紀
』
に
は
野
蛮
な
習
俗
と
し
て
し
ば

し
ば
鯨
面
を
施
し
て
い
た
、
と
あ
る
。
倭
王
権
は
、
か
れ
ら
の
得
意
な
航
海
技
術
や
港

湾
管
理
を
頼
ん
で
、
住
吉
津
の
運
営
を
担
わ
せ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
王
権
自
身
に

鯨
面
を
忌
避
す
る
姿
勢
―
刑
罰
と
し
て
採
用
し
て
い
る
―
が
あ
り
、
本
質
的
に
は
権
力

に
服
わ
な
い
集
団
と
み
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
結
果
的
に
は
、
住
吉
仲
皇
子
反
乱
に

連
座
す
る
か
た
ち
で
、五
世
紀
の
後
半
に
は
失
脚
し
た
と
み
ら
れ
る
。
構
図
と
し
て
は
、

航
海
技
術
に
長
け
た
荒
く
れ
集
団
の
安
曇
氏
は
、
軍
事
行
動
や
埠
頭
や
倉
庫
な
ど
で
の

荷
役
作
業
に
は
向
い
て
い
る
が
、
国
家
津
が
受
け
持
つ
い
ま
一
つ
の
側
面
で
あ
る
外
交

面
で
は
、
館
に
お
け
る
賓
客
の
接
待
等
、
時
々
の
政
権
の
意
向
を
慮
っ
た
言
動
は
適
わ

安全航海の神々 津の名称や
所在地等

管理運営氏族
（奉斎神） 地形環境や地名の推定等 関連遺跡・遺構等

（史料の王宮等施設） 所　載　史　料

住吉三神 
（住吉大神）

渟中倉長峡に大津
（墨之江津の前身）

田裳見宿禰
[津守氏祖伝承]

上町台地北側の天満砂堆
押熊王の撤退経路（菟餓野→
住吉→山背・宇治）
（難波浦、御帛浜、三国川）

（大隅宮、武庫水門）
神功・応神紀

住吉大社神代記
（長柄船瀬本記）

墨之江津の整備
長柄船瀬、
那我良船居
難波津の端緒
住吉津の再編

阿曇氏
（綿津見三神）

上町台地周辺一帯が住吉（評）堀
江に北面して住吉津
台地北端部の一画が本来の難波
住吉仲皇子反乱、安曇氏退潮

法円坂倉庫群設営
（高津宮、墨之江津、
難波堀江、茨田堤）法
円坂倉庫群撤収

仁徳記、仁徳紀
神代記（同上）
祝詞（遣唐使時奉
幣）
履中即位前紀

難波津（御津・大津） 津守氏（安人神）[大海神社]
新生難波津
（＋淀川中流域に筑紫津）

港湾施設整備
（難波館・難波大郡等）

（雄略紀）
継体・欽明紀

大山積神 芸予諸島の大三島
不存在
伊予・越智氏の
関与は7世紀以
降

鷲ケ頭山など三山
[沿岸部に尾道水道、来島海峡]

大三島に古墳、
祭祀遺跡未確認

記（神代上巻）
紀（神代上第五段）
伊予国風土記逸文

宗像三女神
（宗像大神）

道中の沖津、中津、
辺津

宗像氏（三女
神）
祭政一致

沖ノ島、大島、田島
沖ノ島・御嶽山・
下高宮・各祭祀遺跡、
津屋崎古墳群

記（神代上巻）
紀（神代上第六段）
雄略紀

表２ 倭王権差配の瀬戸内航路の主要津とその神々　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （2023年1月作成）
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（
二
）
大
山
積
神
と
そ
の
港
津
（
表
2
中
段
）

芸
予
諸
島
に
あ
る
大
三
島
へ
の
大
山
積
神
の
遷
座
譚（『
伊
予
国
風
土
記
』逸
文
の「
御

嶋
」
項
）
が
い
か
に
唐
突
で
、
し
か
も
地
元
豪
族
が
関
与
し
な
い
か
た
ち
だ
っ
た
こ
と

は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
し
て
「
御
嶋
」
に
記
さ
れ
た
内
容
を
分
析
し
た
結
果
、
も
と
は

継
体
期
の
事
績
、
そ
れ
も
「
磐
井
の
乱
」
の
際
の
大
軍
派
兵
の
安
全
航
海
を
期
し
た
大

山
積
神
の
降
臨
伝
承
だ
っ
た
と
推
論
し
た
。
実
際
に
こ
れ
ほ
ど
の
輸
送
船
団
を
派
遣
す

る
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
北
路
、
南
路
の
沿
岸
航
行
だ
け
で
は
お
ぼ
つ
か
な
く
、
難
所
で

あ
る
芸
予
諸
島
の
中
央
突
破
を
図
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
強
行

軍
で
あ
り
、
そ
の
証
左
に
船
団
が
停
泊
す
る
大
規
模
な
港
津
が
整
備
さ
れ
た
形
跡
も
な

く
、
当
然
に
管
理
運
営
氏
族
も
指
摘
で
き
な
い
。
山
の
守
り
神
で
あ
る
大
山
積
神
が
海

神
の
役
目
を
付
与
さ
れ
て
鎮
座
す
る
と
い
う
対
症
療
法
的
な
様
態
も
頷
け
る
。

（
三
） 

宗
像
三
女
神
と
そ
の
港
津
（
表
2
下
段
）

宗
像
三
女
神
の
奉
斎
は
倭
王
権
の
主
導
の
も
と
に
地
元
の
豪
族
（
宗
像
氏
）
が
執
行

し
て
い
た
。
沖
ノ
島
で
は
「
磐
井
の
乱
」
の
前
後
は
い
わ
ゆ
る
岩
陰
祭
祀
が
継
続
中
で
、

祭
祀
自
体
の
内
容
に
劇
的
な
変
化
は
み
ら
れ
な
い
。
な
お
こ
の
時
期
の
宗
像
地
域
で
の

港
津
に
つ
い
て
は
、
田
島
（
辺
津
宮
）
の
東
の
旧
入
海
が
第
一
の
候
補
で
、
規
模
な
ど

は
今
後
の
汀
線
の
復
元
研
究
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
い
ま
一
つ
の
候

補
と
し
て
、
新
原
・
奴
山
古
墳
群
が
展
開
す
る
台
地
西
側
の
旧
入
海
を
挙
げ
た
い
と
思

う
。
こ
の
入
海
は
大
規
模
（
奥
行
約
六
km
、
最
大
幅
約
一
・
五
km
）
で
、
か
つ
大
峰
山

を
基
軸
と
す
る
渡
半
島
を
形
成
す
る
砂
州
に
よ
っ
て
外
海
か
ら
守
ら
れ
、
古
代
の
港
津

と
し
て
の
条
件
と
し
て
は
よ
り
相
応
し
く
思
わ
れ
、「
磐
井
の
乱
」
時
の
倭
王
権
の
輸

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
点
、
難
波
津
に
あ
っ
た
負
名
氏
の
津
守
氏
は
い
か
に
も
国
家
津
の
管
理
集
団
と

し
て
相
応
し
い
官
僚
的
一
族
で
、
外
交
館
で
の
賓
客
の
応
対
に
も
長
け
て
い
た
と
み
ら

れ
る
。無
論
、『
記
紀
』に
も
イ
レ
ズ
ミ
を
入
れ
た
と
の
記
述
は
な
い
。前
述
し
た
よ
う
に
、

基
本
的
に
六
世
紀
に
な
っ
て
台
頭
し
て
く
る
新
興
集
団
で
あ
り
、
継
体
政
権
の
時
期
と

重
な
る
点
が
、
眼
目
の
倭
王
権
の
九
州
進
出
と
絡
ん
で
興
味
深
い
。　

『
継
体
紀
』
で
は
、
二
十
一
（
五
二
七
）
年
に
近
江
毛
野
臣
は
「
六
万
」
の
兵
を
率

い
て
任
那
に
向
け
て
進
発
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
実
行
に
は
畿
内
地
域
で
の
大
規
模
な

兵
団
と
輸
送
船
団
の
編
成
が
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
継
体
政
権
は
朝
鮮
半

島
へ
の
通
交
や
外
交
権
益
の
占
有
の
た
め
に
九
州
で
の
覇
権
獲
得
を
狙
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
当
面
の
課
題
と
し
て
は
筑
紫
の
大
豪
族
で
あ
る
磐
井
の
討
伐
で
あ
っ
た
。
継
体

は
そ
の
た
め
に
周
到
な
計
画
を
立
て
て
準
備
を
進
め
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
思
考
（
36
）

で
あ
る
。
樟
葉
で
即
位
し
、
そ
の
後
、
筒
城
、
弟
国
へ
と
王
宮
が
変
転
し
た
の
は
、
木

津
川
・
淀
川
筋
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に
拠
点
を
整
備
し
た
た
め
で
、
そ
の
間
に
そ
れ
こ
そ
王
権

の
威
信
を
か
け
て
津
守
氏
や
造
船
技
術
に
熟
達
し
た
船
木
連
（
37
）
な
ど
を
重
用
し
て
の

大
形
輸
送
船
の
建
造
蓄
積
と
新
生
難
波
津
の
整
備
、
さ
ら
に
は
淀
川
中
流
域
で
の
筑
紫

津
（
38
）
な
ど
の
整
備
に
注
力
し
た
の
だ
ろ
う
。
継
体
は
即
位
後
二
十
年
を
経
て
磐
余
玉

穂
宮
へ
移
り
大
和
入
り
を
果
た
す
の
だ
が
、
そ
の
翌
年
に
大
軍
派
兵
を
実
現
さ
せ
た
こ

と
に
な
り
、
多
大
な
年
月
を
積
み
重
ね
た
周
到
な
準
備
が
功
を
奏
し
た
と
い
え
る
。
ま

た
当
初
の
朝
鮮
半
島
へ
の
大
軍
派
兵
が
建
前
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
磐
井
の
乱
後
に
近
江

毛
野
臣
が
渡
海
し
た
際
に
大
軍
を
率
い
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
あ
き
ら
か
で
、
派

兵
は
端
か
ら
北
部
九
州
の
制
圧
が
目
的
だ
っ
た
よ
う
だ
。　
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送
船
団
の
停
泊
も
、
一
定
、
可
能
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
「
磐
井
の
乱
」
の
情
勢
だ
が
、『
継
体
紀
』
で
は
「
御
井
」
で
の
激
し
い
戦
い

の
末
に
、
磐
井
は
斬
殺
さ
れ
た
と
し
、『
筑
後
風
土
記
』
逸
文
で
は
豊
前
国
の
上
膳
県

に
逃
亡
し
た
と
す
る
。
筑
後
川
沿
い
の
御
井
の
地
は
磐
井
の
墓
と
さ
れ
る
岩
戸
山
古
墳

に
ほ
ど
近
い
磐
井
一
族
の
本
拠
地
で
あ
り
、
そ
こ
ま
で
倭
王
権
軍
が
進
入
し
た
か
ら
に

は
、
王
権
の
輸
送
船
団
が
有
明
海
か
ら
筑
後
川
を
遡
っ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え

る
。
顛
末
の
詳
細
は
別
稿
（
39
）
に
譲
る
と
し
て
、
そ
う
し
た
状
況
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
磐

井
が
筑
後
川
上
流
の
豊
前
の
山
中
へ
の
逃
亡
譚
の
真
実
味
が
増
す
。「
岩
戸
山
歴
史
文

化
交
流
館
」
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
石
人
、
石
馬
の
ほ
と
ん
ど
が
ブ
ロ
ッ
ク
状
に
割
れ
て

い
る
有
様
を
見
る
に
つ
け
、『
風
土
記
』
の
「
古
老
」
が
語
っ
た
士

も
の
の
ふに

よ
る
打
ち
毀
し

の
信
憑
性
も
高
ま
る
と
い
う
も
の
だ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
乱
自
体
は
倭
王
権
側
の
勝
利
で
決
着
す
る
の
だ
が
、
乱
直
後
に
は

糟
屋
屯
倉
が
設
置
さ
れ
た
の
を
は
じ
め
、
安
閑
二
年
に
は
穂
波
な
ど
八
か
所
の
屯
倉
を

筑
紫
、
豊
、
火
の
国
に
設
置
し
た
と
あ
る
。
ま
さ
に
磐
井
な
ど
北
部
九
州
の
豪
族
た
ち

の
支
配
地
に
楔
を
打
ち
込
ん
だ
格
好
だ
。
と
り
わ
け
重
視
す
る
の
は
、「
往
来
（
外
交
）

の
関
門
」
で
あ
る
筑
紫
の
那
津
の
口
に
官
家
を
設
け
、
各
地
の
籾
を
運
ば
せ
集
積
し
た

と
す
る
宣
化
元
年
の
記
事
で
あ
る
。那
珂
川
河
口
部
で
の
那
津
の
整
備
は
ま
さ
に
壱
岐
・

対
馬
ル
ー
ト
、
ひ
い
て
は
九
州
で
の
制
海
権
を
倭
王
権
が
掌
握
し
た
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

考
古
学
的
に
は
、
朝
鮮
半
島
南
西
部
の
栄
山
江
流
域
で
九
州
の
豪
族
が
独
自
に
築
造

し
て
い
た
前
方
後
円
墳
が
一
斉
に
頓
挫
す
る
状
況
（
40
）
が
あ
り
、
こ
れ
な
ど
は
倭
王
権

の
意
向
に
沿
っ
た
新
た
な
外
交
関
係
が
構
築
さ
れ
、
九
州
の
豪
族
へ
の
様
々
な
規
制
が

お
こ
な
わ
れ
た
結
果
と
み
る
。
と
く
に
注
目
す
る
の
は
、
熊
本
宇
土
産
の
馬
門
石
（
阿

蘇
溶
結
凝
灰
岩
）
製
石
棺
で
、
磐
井
の
乱
以
前
の
舟
形
石
棺
（
岡
山
県
築
山
古
墳
、
奈

良
県
野
神
古
墳
、
大
阪
府
長
持
山
古
墳
な
ど
）
は
蓋
、
身
と
も
重
量
は
一
ｔ
前
後
で
あ

る
の
に
対
し
、
乱
後
に
製
作
さ
れ
た
家
形
石
棺
（
今
城
塚
古
墳
の
ほ
か
に
も
滋
賀
県
甲

山
古
墳
、円
山
古
墳
な
ど
）
は
身
だ
け
で
約
四
ｔ
と
格
段
に
跳
ね
上
が
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
石
棺
の
輸
送
に
あ
た
っ
て
は
、
前
者
の
舟
形
石
棺
で
は
準
構
造
船
で
の
対
応

で
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
後
者
の
大
形
の
家
形
石
棺
に
つ
い
て
は
や
は
り
積
載
量
一
〇

ｔ
級
の
輸
送
船
が
必
要
で
あ
る
。
磐
井
の
乱
を
制
し
た
倭
王
権
が
九
州
（
全
域
）
の
制

海
権
を
獲
得
し
、
王
権
直
属
の
大
形
船
を
用
い
て
搬
送
し
た
の
だ
ろ
う
。
逆
に
磐
井
の

乱
の
以
前
は
大
形
の
石
棺
を
製
作
し
て
も
、
地
元
で
は
そ
れ
を
運
搬
す
る
術
が
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
意
味
合
い
で
の
今
城
塚
古
墳
の
馬
門
石
製
家
形
石
棺
は
継

体
に
と
っ
て
記
念
碑
的
な
意
義
が
あ
り
、
彼
の
亡
骸
が
そ
の
棺
に
納
め
ら
れ
た
可
能
性

は
高
い
。

話
が
い
さ
さ
か
磐
井
の
乱
に
そ
れ
た
が
、
倭
王
権
に
よ
る
九
州
の
制
海
権
の
獲
得
後

も
、
沖
ノ
島
祭
祀
は
お
こ
な
わ
れ
、
飛
鳥
・
奈
良
時
代
を
経
て
九
世
紀
末
ま
で
継
続
す

る
。
そ
の
間
に
あ
っ
て
七
世
紀
後
半
ま
で
に
は
大
島
の
御
嶽
山
や
本
土
の
下
高
宮
で
の

祭
祀
が
は
じ
ま
っ
て
い
て
、
都
合
三
か
所
で
の
宗
像
祭
祀
の
形
態
、
す
な
わ
ち
『
記
紀
』

に
記
さ
れ
た
宗
像
三
女
神
に
よ
る
祭
祀
の
か
た
ち
が
明
確
に
な
る
よ
う
だ
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
磐
井
の
乱
後
も
、
倭
王
権
や
そ
の
後
の
律
令
政
府
が
引
き
続
き
安
全
航
海
を

祈
る
沖
ノ
島
や
宗
像
の
祭
祀
を
重
視
し
て
い
る
あ
ら
わ
れ
と
受
け
取
ら
れ
よ
う
。
宮
地

嶽
古
墳
の
造
営
や
大
海
人
皇
子
と
宗
形
徳
善
の
娘
・
尼
子
娘
の
間
に
う
ま
れ
た
高
市
皇

子
の
活
躍
は
宗
像
一
族
が
な
お
も
揺
る
が
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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な
お
本
稿
は
世
界
遺
産
登
録
五
周
年
記
念
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺

跡
群
公
開
講
座
の
講
演
内
容
を
補
足
し
成
稿
し
た
も
の
で
、
説
明
的
な
文
章
が
多
い
の

は
そ
れ
故
で
あ
る
。

（
今
城
塚
古
代
歴
史
館
前
特
別
館
長
）

註（
1
）
高
木
市
之
助
ほ
か　

一
九
五
九　
『
萬
葉
集
二
』
日
本
古
典
文
学
大
系
5
岩
波
書
店
（
以

下
、
引
用
す
る
万
葉
歌
と
そ
の
校
注
は
同
シ
リ
ー
ズ
の
一
～
四
［
一
九
五
七
～
一
九
六
二
］

に
拠
っ
て
い
る
。）

（
2
）
日
本
書
紀
の
記
事
と
校
注
は
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫
二
三
〇
～
二
三
四
の
『
日
本
書
紀
（
全

５
冊
）』（
坂
本
太
郎
ほ
か
校
注
）［
二
〇
〇
三
］、同
じ
く
古
事
記
は
同
シ
リ
ー
ズ
二
四
の『
古

事
記
』（
倉
野
憲
司
校
注
）
に
拠
っ
て
い
る
。

（
3
）
森
田
克
行　

二
〇
〇
六　
「
三
島
古
墳
群
の
成
立
―
古
代
淀
川
水
運
の
一
断
章
―
」『
三

島
古
墳
群
の
成
立
―
初
期
ヤ
マ
ト
政
権
と
淀
川
―
』
高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館

（
4
）
松
原
広
宣　

一
九
八
五　
「
第
一
編
第
二
章　

難
波
津
と
瀬
戸
内
支
配
」『
日
本
古
代
水

上
交
通
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

（
5
）
森
田
克
行　

二
〇
一
一
「
第
５
章　

継
体
大
王
と
今
城
塚
古
墳　

4
淀
川
の
筑
紫
津
」『
よ

み
が
え
る
大
王
墓　

今
城
塚
古
墳
』  

シ
リ
ー
ズ
遺
跡
を
学
ぶ　

〇
七
七　

新
泉
社

（
6
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
九
『
五
塚
原
古
墳
後
円
部
墳
頂
―
第
10
次
調
査

成
果
―
』
令
和
元
年
調
査
研
究
成
果
展
解
説
シ
ー
ト

（
7
）
今
城
塚
古
代
歴
史
館　

二
〇
一
八　
『
古
代
の
日
本
海
文
化
―
太
邇
波
の
古
墳
時
代
―
』

春
季
特
別
展
図
録

宗
像
地
域
の
三
女
神
に
対
す
る
信
仰
は
現
在
ま
で
も
引
き
継
が
れ
る
わ
け
だ
が
、
沖

ノ
島
祭
祀
に
関
し
て
は
九
世
紀
末
で
一
旦
停
止
す
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
遣
唐

使
の
廃
止
が
引
き
金
に
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
そ
の
こ
と
に
定
見
を
持
た

な
い
が
、
政
治
・
外
交
情
勢
の
変
化
、
航
海
技
術
の
進
歩
、
外
洋
船
の
発
達
、
外
航
ル
ー

ト
の
変
更
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

六
　
お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
倭
王
権
が
差
配
し
た
国
家
津
に
か
か
る
海
神
と
港
湾
管
理
豪
族
の
動
静
を

み
て
き
た
。倭
王
権
の
思
惑
の
も
と
に
、住
吉
大
神
は
直
轄
港
で
あ
る
住
吉
津（
難
波
津
）

の
安
全
管
理
に
か
か
わ
り
、
大
山
積
神
は
瀬
戸
内
最
大
の
難
所
で
あ
る
芸
予
諸
島
の
大

三
島
に
唐
突
に
降
臨
し
て
王
権
軍
の
安
全
航
行
を
期
し
、
宗
像
大
神
は
沖
ノ
島
祭
祀
に

象
徴
さ
れ
る
玄
界
灘
東
部
の
安
全
航
海
を
司
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
三
者
三
様
の
神
祀

り
の
在
り
方
が
興
味
深
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
と
連
動
し
て
港
湾
管
理
豪
族
の
在
り

方
も
異
な
り
、
倭
王
権
の
膝
下
の
住
吉
津
で
は
海
人
族
の
安
曇
氏
か
ら
官
僚
然
と
し
た

負
名
氏
の
津
守
氏
へ
の
交
代
劇
が
あ
り
、
宗
像
で
は
、
田
島
の
旧
入
海
の
津
や
渡
半
島

の
旧
入
海
を
大
形
津
と
し
て
想
定
す
る
な
か
で
、宗
像
氏
が
終
始
そ
の
任
に
当
た
っ
た
。

そ
の
一
方
で
、
大
三
島
で
は
さ
し
た
る
津
は
指
摘
で
き
ず
、
な
お
か
つ
地
元
豪
族
が
関

与
し
た
形
跡
も
な
く
、
安
全
航
海
の
神
祀
り
の
場
と
し
て
は
、
異
様
な
か
た
ち
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
小
稿
の
後
半
で
は
倭
王
権
の
制
海
権
と
い
う
視
点
か
ら
の
歴
史

事
象
、
と
り
わ
け
継
体
政
権
の
九
州
進
出
を
軸
に
辿
っ
て
み
た
。
大
方
の
叱
正
を
願
う

も
の
で
あ
る
。
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（
8
）
註
3
文
献
及
び
森
田
克
行　

二
〇
一
一
『
三
島
と
古
代
淀
川
水
運
Ⅰ
』
高
槻
市
立
今
城

塚
古
代
歴
史
館
な
ど

（
9
）
田
中
卓　

二
〇
〇
八
「
祝
詞
「
遣
唐
使
時
奉
幣
」
に
つ
い
て
、
古
来
の
誤
解
を
正
し
、

難
波
津
の
位
置
と
成
立
時
期
を
確
定
す
る
」『
遣
隋
使
・
遣
唐
使
と
住
吉
津
』
住
吉
大
社

編　

東
方
出
版

（
10
）
梶
山
彦
太
郎
・
市
原
実　

一
九
八
六　
『
大
阪
平
野
の
お
い
た
ち
』
青
木
書
店

（
11
）
註
8
の
森
田
克
行 

二
〇
一
一　

文
献
に
同
じ
。

（
12
）
趙
哲
済
・
松
田
順
一
郎　

二
〇
〇
三
「
河
内
平
野
の
古
地
理
図
」『
大
阪
1
0
0
万
年

前
の
自
然
と
く
ら
し
』
日
本
第
四
紀
学
会 
大
阪
大
会
実
行
委
員
会

（
13
）
現
在
、
住
吉
区
に
長
峡
町
が
あ
る
が
、
明
治
十
五
年
に
安
立
町
新
田
を
改
称
し
た
あ
ら

た
な
町
名
。

（
14
）
註
2
文
献
の
う
ち
、「
神
功
皇
后
摂
政
元
年
紀
」
の
長
峡
の
注
釈
部
分
。

（
15
）
数
少
な
い
埠
頭
の
遺
跡
と
し
て
韓
国
官
洞
里
遺
跡
が
あ
り
、
桟
橋
、
護
岸
施
設
、
取
り

付
け
道
路
、
大
形
建
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
古
代
の
港
津
の
実
際
が
う
か
が
え
る
数
少

な
い
遺
跡
で
、
か
つ
て
の
住
吉
津
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

蘇
培
慶
［
訳
・
武
末
純
一
］ 

二
〇
〇
七　
「
韓
国
・
金
海
市
官
洞
里
遺
跡
の
古
代
桟
橋
」『
大

王
の
棺
を
運
ぶ
実
験
航
海
』
石
棺
文
化
研
究
会

（
16
）
積
山
洋　

二
〇
二
〇
「
法
円
坂
倉
庫
群
の
再
検
討
」『
共
同
研
究
成
果
調
査
報
告
』
14
大

阪
歴
史
博
物
館

（
17
）
上
田
雄　

二
〇
〇
八
「
遣
唐
使
の
船
と
そ
の
航
海
」
註
9
文
献
に
所
収
。

（
18
）
青
木
紀
元　

一
九
七
〇
「
第
一
編　

第
二
章　

第
三
節　

土
地
の
神
」『
日
本
神
話
の
基

礎
的
研
究
』
風
間
書
房

（
19
）
伊
藤
純　

一
九
八
四
「
古
代
日
本
に
お
け
る
黥
面
系
譜
試
論
」『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
四

（
20
）
森
田
克
行　

二
〇
一
五
「
塚
原
Ｄ
１
号
墳
の
黥
面
人
物
埴
輪
―
ヒ
ゲ
と
イ
レ
ズ
ミ
の
統

合
表
現
―
」『
高
槻
市
文
化
財
年
報
』　

平
成
25
年
度　

高
槻
市
教
育
委
員
会

（
21
）
設
楽
博
己　

二
〇
一
一
「
入
れ
墨
か
ら
み
た
邪
馬
台
国
の
位
置
」『
東
京
大
学
文
学
部
次

世
代
人
文
学
開
発
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
24
』、
設
楽
博
己　

二
〇
二
〇　
「
人
物
埴
輪
の
顔

の
線
刻
は
イ
レ
ズ
ミ
か
」『
顔
の
考
古
学
』
吉
川
弘
文
館

（
22
）
ほ
か
で
は
越
前
国
敦
賀
郡
、隠
岐
国
知
夫
郡
由
良
郷
、豊
前
国
宇
佐
郡
、同
国
仲
津
郡
丁
里
、

豊
後
国
大
分
郡
、
遠
江
国
浜
名
郡
新
居
郷
、
伊
豆
国
田
方
郡
久
寝
郷
坂
本
里
な
ど
が
あ
る
。

古
市
晃
二
〇
一
九
「
第
Ⅱ
部　

第
二
章
住
吉
信
仰
の
古
層
」『
国
家
形
成
期
の
王
宮
と
地

域
社
会
』
塙
書
房

（
23
）
註
22
文
献
に
同
じ
。

（
24
）
間
壁
忠
彦　

一
九
七
〇
「
沿
岸
古
墳
と
海
上
の
道
」『
古
代
の
日
本
』
4
中
国
・
四
国　

角
川
書
店

（
25
）
大
三
島
の
近
隣
島
嶼
に
範
囲
を
広
げ
て
も
、
岡
村
島
の
正
月
鼻
古
墳
（
箱
式
石
棺
群
、

五
世
紀
）、
因
島
の
王
子
塚
（
径
七
ｍ
、
積
石
塚
、
五
世
紀
）、
伯
方
島
の
岩
ケ
峯
古
墳
（
径

十
三
ｍ
、
横
穴
式
石
室
、
六
世
紀
後
半
）、
大
島
の
藤
崎
古
墳
（
横
穴
式
石
室
、
六
世
紀
）

な
ど
の
小
古
墳
が
単
発
的
に
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

（
26
）
妹
尾
周
三　

二
〇
二
二　
「
古
代
瀬
戸
内
の
神
々
と
祭
祀
」、「
討
論
」『
宗
像
・
沖
ノ
島

と
関
連
遺
産
群
特
別
研
究
事
業　

第
3
回
国
際
検
討
会
「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
航
海
と
宗
像
・

沖
ノ
島
」』
報
告
書
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会

（
27
）
森
田
克
行　

二
〇
一
六
「
水
運
王
継
体
と
「
磐
井
の
乱
」」『
継
体
大
王
と
筑
紫
君
磐
井
』

高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館
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（
28
）
森
田
克
行　

二
〇
〇
七
「
今
城
塚
古
墳
と
筑
紫
津
」
註
15
文
献
に
同
じ
。

（
29
）
王
宮
が
樟
葉
、
筒
城
、
弟
国
と
順
次
遷
移
し
た
と
す
る
伝
承
は
、
淀
川
・
木
津
川
筋
の

整
備
遂
行
の
た
め
の
陣
頭
指
揮
の
軌
跡
と
も
読
み
取
れ
る
。
註
5
文
献
に
同
じ
。

（
30
）
註
5
文
献
の
「
第
５
章　

4
継
体
大
王
と
「
癸
未
年
」
銘
鏡
」。

（
31
）
森
田
克
行　

二
〇
一
七
「
藍
原
の
開
発
と
ヤ
マ
ト
王
権
」『
太
田
茶
臼
山
古
墳
の
時
代
』

高
槻
市
立
今
城
塚
古
代
歴
史
館

（
32
）
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編　

一
九
五
八
『
沖
ノ
島
・
宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』
吉

川
弘
文
館

宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編　

一
九
六
一
『
続
沖
ノ
島
・
宗
像
神
社
沖
津
宮
祭
祀
遺
跡
』

吉
川
弘
文
館

第
三
次
沖
ノ
島
学
術
調
査
隊　

一
九
七
九　
『
宗
像
沖
ノ
島
』
宗
像
大
社

（
33
）
具
体
に
は
「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
」
世
界
遺
産
推
進
会
議
と
「
神
宿
る
島
」
宗
像
・

沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会
に
よ
る
『
研
究
報
告
』、『
沖
ノ
島
研
究
』、『
特

別
研
究
事
業　

国
際
検
討
会
』
な
ど

（
34
）
註
32
の
宗
像
大
社
復
興
期
成
会
編　

一
九
六
一　

文
献
の
「
第
二
章　

十
七
号
遺
跡
」

（
35
）
白
石
太
一
郎　

二
〇
一
一　
「
ヤ
マ
ト
王
権
と
沖
ノ
島
祭
祀
」『「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連

遺
跡
群
」
研
究
報
告
Ⅰ
』「
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
跡
群
」
世
界
遺
産
推
進
会
議

（
36
）
註
27
文
献
に
同
じ
。

（
37
）
先
述
の
2
の
（
6
）
の
ⅰ
）
安
曇
氏
の
項
で
、
住
吉
仲
皇
子
の
反
乱
を
契
機
に
安
曇
氏

の
凋
落
を
記
し
た
が
、
期
を
一
に
し
て
、
大
阪
湾
岸
を
支
配
し
て
い
た
葛
城
集
団
も
ま
た

五
世
紀
後
半
代
に
誅
滅
さ
れ
た
、
と
古
市
晃
は
考
え
て
い
る
。
国
家
津
の
管
理
豪
族
の
交

替
劇
に
厚
み
が
加
わ
る
事
象
で
あ
る
。
た
だ
葛
城
氏
と
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
船
木
連
に

つ
い
て
は
、
木
材
供
給
や
造
船
に
か
か
わ
る
専
門
集
団
だ
け
に
、
そ
の
後
の
難
波
津
の
発

展
を
見
通
し
た
場
合
、
葛
城
氏
や
安
曇
氏
と
命
運
を
と
も
に
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
註

22
文
献
の
「
第
二
部　

第
二
章　

第
三
節　

葛
城
集
団
と
住
吉
地
域
」。

（
38
）
淀
川
中
流
域
に
想
定
さ
れ
る
筑
紫
津
に
流
れ
込
む
芥
川
の
西
岸
に
津
之
江
の
集
落
が
あ

り
、
筑
紫
津
神
社
が
鎮
座
し
て
い
る
。
も
と
は
牛
頭
天
王
社
で
、
明
治
時
代
の
神
仏
分
離

令
で
筑
紫
津
神
社
に
変
わ
る
が
、
牛
頭
天
王
社
の
前
身
社
は
追
究
で
き
て
い
な
い
。
津
之

江
に
は
弥
生
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
い
た
る
津
之
江
南
遺
跡
が
あ
り
、
地
域
名
と
相
俟
っ

て
、
古
来
、
淀
川
に
通
じ
る
三
島
の
交
易
要
地
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
津
之
江
の
上
流
約

一
・
五
km
の
芥
川
西
岸
の
郡
家
地
域
に
は
式
内
阿
久
刀
神
社
が
鎮
座
し
、
住
吉
三
神
を
祀

る
。
域
内
に
は
嶋
上
郡
衙
跡
を
中
心
に
弥
生
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
郡
家
川
西
遺
跡
が
広

が
り
、
西
端
に
は
真
の
継
体
陵
の
今
城
塚
古
墳
が
所
在
、
神
社
と
の
距
離
は
約
九
〇
〇
ｍ

で
あ
る
。
芥
川
筋
に
水
運
の
神
が
息
づ
い
て
い
る
事
実
は
重
要
で
、
筑
紫
津
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
る
。
高
槻
市
立
し
ろ
あ
と
歴
史
館　

二
〇
一
六　
『
津
之
江
』
第
34
回
企
画
展　

シ
リ
ー
ズ
高
槻
の
村
と
町

（
39
）
註
27
文
献
に
同
じ
。

（
40
）
柳
沢
一
男　

二
〇
一
四　
『
筑
紫
君
磐
井
と
磐
井
の
乱　

岩
戸
山
古
墳
』
シ
リ
ー
ズ
遺
跡

を
学
ぶ
〇
九
四
新
泉
社
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